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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

(1）連結経営指標等 　      

売上高 （百万円） 189,181 178,989 175,058 177,449 172,709

経常利益 （百万円） 611 1,131 1,066 997 649

当期純利益

又は当期純損失（△）
（百万円） 302 593 558 1,176 △82

純資産額 （百万円） 20,676 21,064 21,908 22,580 20,224

総資産額 （百万円） 37,180 36,197 36,513 37,890 37,173

１株当たり純資産額 （円） 487.49 503.95 524.52 540.63 484.25

１株当たり当期純利益金

額又は当期純損失金額

（△）

（円） 6.78 13.42 12.99 28.19 △1.98

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 55.6 58.2 60.0 59.6 54.4

自己資本利益率 （％） 1.5 2.8 2.6 5.3 △0.4

株価収益率 （倍） 29.2 21.5 26.3 14.5 －

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 5,452 494 1,947 △842 △2,403

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 355 △153 △144 △1,051 △1,597

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △4,549 △617 △1,725 699 3,566

現金及び現金同等物の期

末残高
（百万円） 5,349 5,072 5,149 3,955 3,521

従業員数

  　　（外、平均臨時雇用者数）
（人）

596

(79)

578

(86)

584

(72)

582

(71)

608

(67)
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回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

(2）提出会社の経営指標等 　      

売上高 （百万円） 135,871 128,465 126,957 129,696 126,402

経常利益 （百万円） 119 654 673 658 539

当期純利益

又は当期純損失（△）
（百万円） 109 479 380 1,011 △37

資本金 （百万円） 2,995 2,995 2,995 2,995 2,995

発行済株式総数 （株） 43,153,000 43,153,000 43,153,000 43,153,000 43,153,000

純資産額 （百万円） 16,517 16,799 17,459 18,011 15,821

総資産額 （百万円） 27,644 27,301 27,792 29,425 28,737

１株当たり純資産額 （円） 389.44 402.14 418.30 431.24 378.82

１株当たり配当額

（内１株当たり

中間配当額）

（円）

（円）

5.00

(－)

5.50

(－)

6.00

(－)

7.00

(－)

6.00

(－)

１株当たり当期純利益金

額又は当期純損失金額

（△）

（円） 2.57 11.08 9.12 24.23 △0.89

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 59.8 61.5 62.8 61.2 55.1

自己資本利益率 （％） 0.7 2.9 2.2 5.7 △0.2

株価収益率 （倍） 77.0 26.1 37.4 16.9 －

配当性向 （％） 194.4 47.8 65.8 28.9 －

従業員数

 　　（外、平均臨時雇用者数）
（人）

269

(26)

257

(29)

255

(32)

251

(32)

257

(29)

　（注）１　売上高には消費税と地方消費税が含まれていない。

２　第60期の１株当たり配当額7.00円には、創立60周年記念配当1.00円を含む。

３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していない。

４　純資産額の算定にあたり、第60期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

8号）を適用している。
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２【沿革】

昭和22年２月 中央魚類荷受組合発足　東京都水産物集荷機関の指定を受ける。

昭和22年７月 資本金300万円をもって、水産物及びその加工製品の卸売業務を営むことを目的として中央魚類株式

会社を設立し、中央魚類荷受組合の営業一切を継承する。

（築地本場に本社を、足立分場に千住支社を設置）

昭和25年４月 生鮮、加工水産物配給規則廃止に伴い復活した中央卸売市場法に基づき、東京都水産物卸売人として

東京都知事の許可を受ける。

昭和27年４月 築地市場内で荷役業を営む中央小揚株式会社(現・連結子会社)を設立。

昭和28年４月 日本水産株式会社の出資会社である同業大松水産株式会社を統合。

昭和31年９月 中央卸売市場法の一部改正により農林大臣許可の水産物卸売人となる。

昭和37年９月 冷蔵倉庫業を営む中央冷凍株式会社を設立。

昭和39年９月 東京証券取引所市場第二部に株式上場。

昭和46年７月 卸売市場法の施行に伴い農林大臣許可の水産物卸売業者となる。

昭和47年４月 船橋市中央卸売市場において水産物卸売業を営む船橋中央魚類株式会社(現・連結子会社)を設立。（業

務開始　昭和47年６月20日）

昭和51年11月 柏市公設総合地方卸売市場において水産物卸売業を営む柏魚市場株式会社(現・連結子会社)を設立。

（業務開始　昭和52年４月26日）

昭和55年11月 千葉市中央卸売市場に中央魚類株式会社千葉支社を設置。（業務開始　昭和55年11月４日）

昭和56年５月 千葉中央魚類株式会社(現・連結子会社)を設立。

　 昭和56年10月１日付で中央魚類株式会社千葉支社の営業一切を千葉中央魚類株式会社へ譲渡。

平成12年４月 冷蔵倉庫業を営む徳水冷蔵株式会社を買収。

　 平成13年７月１日付で中央冷凍株式会社と合併し解散。

平成13年12月 株式交換により船橋中央魚類株式会社(現・連結子会社)を完全子会社化。

平成19年２月 株式交換により中央小揚株式会社(現・連結子会社)を完全子会社化。

平成20年４月 中央冷凍株式会社は、東京証券取引所市場第一部に株式上場する株式会社ホウスイ(水産物の買付・

加工・卸売業及び小売販売業)と合併し(平成20年４月１日付)、中央冷凍株式会社は解散し、存続会社

となった株式会社ホウスイが新たに連結子会社となる。株式会社ホウスイの子会社で、水産物リテー

ルサポートを営む株式会社水産流通及び水産物小売販売業を営む恵光水産株式会社も新たに連結子

会社となる。
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３【事業の内容】

　当社の企業集団は、当社、連結子会社５社で構成され、主として水産物及びその加工製品の卸売事業を営むとともに、

その事業に関連する冷蔵倉庫事業及び荷役事業等を展開しております。又、当社及び連結子会社が保有する不動産の

一部を賃貸業務に供しております。

　当社の企業集団の事業内容及び当該事業における位置付けは次のとおりです。

事業区分 会社名 事業の内容 事業における位置付け

水産物卸売事業

中央魚類㈱

卸売市場法に基づき東京都中

央卸売市場の築地市場及び足

立市場において水産物卸売事

業を営んでいる。

水産物卸売事業を営む各社は

それぞれ所在地の独立した市

場において営業活動を行って

おり、グループ会社間におけ

る取引は僅少である。

船橋中央魚類㈱

卸売市場法に基づき船橋市中

央卸売市場において水産物卸

売事業を営んでいる。

千葉中央魚類㈱

卸売市場法に基づき千葉市中

央卸売市場において水産物卸

売事業を営んでいる。

柏魚市場㈱

卸売市場法に基づき柏市公設

総合地方卸売市場において水

産物卸売事業を営んでいる。

冷蔵倉庫事業 中央冷凍㈱
首都圏において冷蔵倉庫事業

を営んでいる。

水産物卸売事業を営むグルー

プ会社に一部取引がある。

不動産賃貸事業 中央魚類㈱他
保有する不動産の一部を賃貸

業務に供している。

グループ会社に一部賃貸して

いる。

荷役事業 中央小揚㈱

東京都中央卸売市場の築地市

場において水産物等の荷役事

業を営んでいる。

当社の水産物等の荷役運搬作

業を専属に行っている。

　（注) １ 事業区分は、事業の種類別セグメント情報の区分と同一である。

　      ２ 持分法適用関連会社のニュー浜屋冷蔵(株)は、平成19年11月21日に当社の連結子会社である中央冷凍(株)が

 保有するニュー浜屋冷蔵(株)の株式の全部を売却したため、関係会社でなくなっている。

　事業の系統図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

(百万円)
主要な事業の内容
          (注)1

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社） 　  　  グループ会社間に一部営業上の取

引があるが僅少である。

役員兼任…有
船橋中央魚類㈱

　

千葉県船橋市 100 水産物卸売事業 100.00

（連結子会社） 　  　  
グループ会社間に一部営業上の取

引があるが僅少である。

なお、当社所有の建物を賃借して

いる。

役員兼任…有

千葉中央魚類㈱ 千葉市美浜区 100 水産物卸売事業 100.00

（連結子会社） 　  　  
グループ会社間に一部営業上の取

引があるが僅少である。

なお、当社所有の建物を賃借して

いる。

役員兼任…有

柏魚市場㈱ 千葉県柏市 80 水産物卸売事業 100.00

（連結子会社） 　  　  

水産物卸売業を営むグループ会社

との間に一部取引がある。

なお、当社が所有あるいは賃借す

る土地を冷蔵倉庫用地として賃借

している。

役員兼任…有

中央冷凍(株)

(注)2,3,4,5,6

東京都中央区 480 冷蔵倉庫事業 100.00

（連結子会社） 　  　  
当社専属で水産物等荷役運搬作業

を行っている。

なお、当社所有の建物を賃借して

いる。

役員兼任…有

中央小揚㈱ 東京都中央区 20 荷役事業 100.00

    

　（注）１  主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

２  特定子会社に該当する。

３  銀行借入金については、当社が連帯保証している。

４  前連結会計年度末において持分法適用関連会社であったニュー浜屋冷蔵(株)は、平成19年11月21日に当社の

連結子会社である中央冷凍(株)が保有するニュー浜屋冷蔵(株)の株式の全部を売却したため、関係会社でなく

なっている。

５  当社の連結子会社である中央冷凍(株)は、平成20年４月１日を合併期日として(株)ホウスイと合併し、中央冷

凍(株)は解散して当社の連結子会社から外れ、存続会社となった(株)ホウスイが新たに当社の連結子会社(当

社持株比率54.5%)となっている。

６  平成20年４月１日にホウスイが当社の連結子会社となったことに伴い、ホウスイの連結子会社である(株)水

産流通及び恵光水産(株)も当社の連結子会社となっている。

７  売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。 ）が連結売上高の10％を超える連結子会社の「主要な損益

情報等」は次のとおりである。

会社名
売上高
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

純資産額
（百万円）

総資産額
（百万円）

柏魚市場㈱ 22,950 136 62 3,035 4,041

　（注）売上高には、消費税と地方消費税が含まれていない。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

水産物卸売事業 361(51) 

冷蔵倉庫事業 125( 7) 

不動産賃貸事業 －

荷役事業 122( 9) 

合計 608(67) 

　（注） １ 荷役事業において前期末比21名増加している主な理由は、非連結子会社である関係会社より連結

  子会社である中央小揚(株)に事業を集約化したことによる。

　       ２ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均就業人員を外数で記載している。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

257 (29) 43.0 19.3 6,685,141

　（注）１  従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均就業人員を外数で記載してい

  る。

２  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

(3）労働組合の状況

　当社グループ内では、提出会社には「中央魚類株式会社職員組合」及び中央小揚株式会社には同業他社

の従業員と共同して「東京中央市場小揚労働組合」が組織されており、いずれも上部団体には加入してお

らず、労使関係は安定している。

　なお、その他のグループ内各社には、労働組合は組織されていない。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加や雇用環境の改善などもあり緩

やかな成長が続きました。一方では、米国経済の減速や原油をはじめとする資源の高騰、勤労所得の伸び悩みなど先

行きに不透明感もあり、個人消費に勢いが見られず、景気に減速感が出てまいりました。

　当社グループが主に事業を展開する水産物卸売市場業界におきましては、食品の安全にかかわる事件の多発や市

場内外での販売競争の激化が続き、厳しい経営環境に終始いたしました。

　冷蔵倉庫業界におきましては、全般的に滞貨状態が続き、商品回転率の低下と冷凍加工食品を中心とする「かさ高

商品」の取扱いが増加し続け、コスト高を招くなどの収益圧迫要因が重なる環境下にありました。

　このような状況のもとで、 当連結会計年度における連結業績は、水産物卸売事業における不振により、売上高は

172,709百万円（前連結会計年度比2.7％減）となりました。営業利益は、経費削減に努めましたものの売上高の減少

により351百万円（同53.7％減）、経常利益は649百万円（同34.9％減）となり、当期純利益は、投資有価証券評価損

を特別損失に計上した結果、82百万円（前連結会計年度 当期純利益1,176百万円）の純損失となりました。

　当社グループの事業部門別の概況は次のとおりであります。

　当社グループの中核である水産物卸売事業におきましては、集荷販売の強化と新商品開発などの営業施策を積極

的に進めましたが、前連結会計年度に比べ取扱数量、売上高ともに減少いたしました。

  当連結会計年度における魚種別の主な状況は次のとおりであります。鮮魚では水産資源の減少や天候不順による

水揚げの減少、冷凍魚では魚食の世界的な普及で海外マーケットとの原料獲得競争によるコスト上昇、塩干加工品

では原料値上げによる製品価格の上昇、消費者の安全・安心を脅かす許可されていない添加物の使用や賞味期限・

産地偽装事件の多発などがありました。

  以上の結果、水産物卸売事業における売上数量は190,768トン(前連結会計年度比6.1％減)、売上高は168,439百万円

(同2.8％減)、営業利益は64百万円の営業損失となりました。

　冷蔵倉庫事業におきましては、全般的な荷動き停滞による滞貨状態と「かさ高」商品の増加によるコスト高が収

益圧迫要因となりました。しかし、厚木冷蔵庫の多温度帯施設の稼動や各事業所の集荷営業努力により一定の成果

を挙げることができました。

  以上の結果、冷蔵倉庫事業における売上高は3,508百万円(同2.5％増)、営業利益は設備の老朽化に対する恒常的な

修繕費の支出により131百万円(同27.7％減)となりました。

　不動産賃貸事業におきましては、売上高は343百万円(同2.2％増)、営業利益は331百万円(同5.7％増)となりました。

　荷役事業におきましては、派遣業及び運送業の拡大で売上高は418百万円(同10.5％増)となりましたが、人件費の増

加や燃料費の負担増等で61百万円の営業損失となりました。

　

(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動、投資活動においては減少、財務

活動においては増加し、前連結会計年度末に比べ434百万円減少の3,521百万円となりました。

  (営業活動によるキャッシュ・フロー)

  営業活動の結果使用した資金は、2,403百万円(前年同期比185.3%増)となりました。これは、主に売上債権の増加、仕

入債務の減少等資金の減少があったことによるものです。

  (投資活動によるキャッシュ・フロー)

  投資活動の結果使用した資金は、1,597百万円(前年同期比52.0%増)となりました。これは、収入として貸付金の回収

等はあったものの、支出として土地など有形固定資産の取得等があったことによるものです。

  (財務活動によるキャッシュ・フロー)

  財務活動の結果得られた資金は、3,566百万円(前年同期比409.8%増)となりました。これは借入金の純増等によるも

のです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）当連結会計年度の仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 数量（トン） 金額（百万円） 金額前期比（％）

水産物卸売事業    

受託品 63,656 51,213 91.1

買付品 126,884 109,975 100.3

計 190,541 161,188 97.2

　（注）１　本表における仕入高は、受託品については販売高から卸売手数料を控除した金額を、買付品については仕入金

額を記載している。

２　上記金額には消費税と地方消費税が含まれていない。

(2）当連結会計年度の売上実績

事業の種類別セグメントの名称 数量（トン） 金額（百万円） 金額前期比（％）

水産物卸売事業    

受託品 63,656 54,193 91.1

買付品 127,112 114,245 100.4

計 190,768 168,439 97.2

冷蔵倉庫事業 － 3,508 102.5

不動産賃貸事業 － 343 102.2

荷役事業 － 418 110.5

合計 190,768 172,709 97.3

　（注）１　本表における水産物卸売事業の売上高は、せり、入札または定価売等の方法による販売の売上金額を記載して

いる。

２　上記金額には消費税と地方消費税が含まれていない。

３【対処すべき課題】

　水産物卸売市場業界におきましては、流通の多元化による市場内外での競争の激化があります。また、生産面では水

産資源の減少、漁獲規制の強化や魚食普及が拡大している海外マーケットとの原料獲得競争、原料高による製品価格

の上昇などによる水産物集荷への負担増、消費面では少子高齢化や人口の減少による一人当たりの消費量の減少、生

活形態の変化などによるマーケットの縮小が、企業経営に影響を及ぼすことが想定されます。

　このような状況の中、水産物卸売事業におきましては、昨年来、食品にかかわる品質や表示等にさまざまな問題が続

出し、消費者に不安や疑念を抱かせています。魚という生鮮品、加工食品を提供する水産物卸売事業では今まで以上に

食の安全・安心の重要性を強く認識し、消費者基点に立った食品の信頼性の確保・向上を図ってまいります。

　また、当社グループ間の連携を密にし、出荷者、消費者の両サイドのニーズを的確に把握し、商品の付加価値を見出

し、出荷者、販売得意先との交流を深めながら、卸売市場法の精神に則り一層の販売強化を図ってまいります。そして、

いかなる変化にも対応できるよう更なる経営体質の強化および健全な財務体質の構築を行ってまいります。売掛金等

の債権管理につきましては、健全な財務体質維持のため十分に意を用いてまいります。

　冷蔵倉庫事業は、4月1日付で発足した新しい株式会社ホウスイが仕入から保管、小売までを行う一気通貫の市場外で

の卸売事業の一翼を担うとともに、従来の冷蔵倉庫事業を機動的、効率的に運営してまいります。このため、船橋冷蔵

庫は物流対応のため増設工事を行っており、6月に竣工した後、顧客の細かなニーズに応えてまいります。加えて全事

業所において認証取得しました国際品質規格ISO―9001を活用して顧客満足度の向上に努め、着実な事業の拡充を

図ってまいります。不動産賃貸事業におきましては、昨年12月、当社が所有する江東区塩浜の土地の隣接地を取得し、

その活用の早期決定と現有賃貸物件の高稼働率を維持するためのサービスの向上に務め、安定した収益を目指しま

す。荷役事業につきましては、効率的な人員の配置、関連業務の拡大を図って業績向上に努めてまいります。

　当社グループは、関連事業も含めて水産物卸売市場業界の中核として取引先各位に信頼され、社会から必要とされる

企業グループとして努力してまいります。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があると考えられる重要なリスクは以下のとおりで

す。

(1）市況変動等について

　当社グループの主たる事業である水産物卸売事業においては、天候・海流等自然条件による漁獲量の変動、漁業資

源に対する漁獲制限・輸入制限、需給動向、為替相場などの要因により、水産物の市場入荷量や価格等に大幅な変動

が生じる可能性があります。

(2）法的規制について

  当社グループの主たる事業である水産物卸売事業は、市場流通面からは卸売市場法の規制を受け、食品取扱面か

らは食品衛生法及びＪＡＳ法等の規制を受けております。したがって、これらの法改正やこれらの法規制にかかる

事故等が生じた場合は、市場業務や業績等に少なからぬ影響を与える可能性があります。

  特に、改正卸売市場法では買付集荷が自由化され、また、同法に基づく東京都中央卸売市場条例により平成21年度

からは受託販売にかかる定率手数料の弾力化が予定されております。これにより、市場取引における収益構造に変

化が生じて当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(3）売掛債権等の貸倒れについて

　当社グループでは、売掛債権等の貸倒れリスクについては与信管理の強化、貸倒引当金積増しなどの対応策をとっ

ておりますが、魚価下落と市場外流通の増加などの影響により、各市場における一部販売先にあっては企業体力が

弱まり、売掛債権について貸倒れリスクが高まる可能性があります。一方、出荷者に対する前渡金債権についても、

漁獲量の変動や魚価下落などの影響により、一部出荷者にあっては貸倒れのリスクが高まる可能性があります。

(4）コンピューターシステム障害について

　当社グループ会社間は当社をセンターとしたオンラインシステムで結ばれており、保守管理やセキュリティには

最大限の力を注いでおりますが、外部要因を含めてこれらのシステムに何らかの障害が生じた場合は、当社グルー

プ全体の事業運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(5）自然災害について

　当社グループの事業活動は首都圏に集中しているため、この地域において地震等大規模自然災害が生じた場合は、

卸売市場設備、冷蔵倉庫設備、不動産設備等が毀損して、人的被害も含めて甚大な損失が生じる可能性があり、また、

当社グループにおけるすべての事業又は一部の事業が一時的又は中長期的に中断される可能性があります。

　なお、上記事項は当連結会計年度末における判断であり、不確実要素が含まれております。また、当社グループにおけ

る将来の財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があると考えられる要因は上記事項に限定されるものでは

ありません。

５【経営上の重要な契約等】

　平成20年１月10日開催の当社取締役会において株式会社ホウスイ（以下「ホウスイ」）と当社の連結子会社である

中央冷凍株式会社（以下「中央冷凍」）が合併し、中央冷凍は解散して新たにホウスイが当社の連結子会社となるこ

とを決議しました。また、同日付で両社は合併契約を締結し、ホウスイは平成20年２月28日の臨時株主総会、中央冷凍

は平成20年２月25日の臨時株主総会においてそれぞれ承認されました。

  なお、合併の概要は「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (１)連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載

してあります。

６【研究開発活動】

　該当事項なし。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。

　（１）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成され

ています。この連結財務諸表の作成に当っては、経営者による会計方針の選択及び適用、資産及び負債並びに収益及

び費用の金額や開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘

案し合理的に判断していますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りや判断と異なる

場合があります。

　当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況　１連結財務諸表等（１）連結財

務諸表　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しています。

　（２）財政状態の分析

①資産の部

　総資産は前連結会計年度末に比べ716百万円減少し、37,173百万円となりました。これは、第４四半期の売上高増に

よる受取手形及び売掛金の増加、土地の取得等による増加はありましたが、株式市場の低迷による投資有価証券の

時価評価額低下等の減少があったためです。

②負債の部

　負債は、前連結会計年度末に比べ1,639百万円増加し、16,949百万円となりました。これは、主に土地購入資金等によ

る長短借入金等の増加によるものです。

③純資産の部

　純資産は、その他有価証券評価差額金等の減少により、前連結会計年度末に比べ2,356百万円減少し、20,224百万円

となりました。

　（３）経営成績の分析

①売上高

　売上高は、前連結会計年度に比較して4,740百万円減少し172,709百万円となりました。売上高を事業の種類別セグ

メント別に見ますと、水産物卸売事業は前連結会計年度に比較して魚価は3.5%上昇しましたが、取扱数量が6.1%減

少したため、前連結会計年度に比較して4,872百万円減少し168,439百万円となりました。冷蔵倉庫事業は前連結会計

年度に比較して85百万円増加し3,508百万円となりました。不動産賃貸事業はほぼ前連結会計年度並みに推移し、事

業の拡大に努めました荷役事業は増収となりました。

②営業利益

　前連結会計年度に比較して売上金額の減少、売上総利益率の若干の低下により当連結会計年度の売上総利益は前

連結会計年度に比較して425百万円減少し7,454百万円となり、販売費及び一般管理費は前連結会計年度より若干減

少し7,102百万円となりました。

　この結果、営業利益は前連結会計年度に比較して407百万円減少し351百万円となりました。

③経常利益

　営業外損益は、主として受取配当金の増加により前連結会計年度に比較して60百万円増加(純額)になりましたが、

経常利益は前連結会計年度に比較して347百万円減少し649百万円となりました。

④当期純利益

  特別損益は、前連結会計年度は土地売却益等により998百万円の利益(純額)となりましたが、当連結会計年度は投

資有価証券評価損等により722百万円の損失(純額)となりました。この結果、税金等調整前当期純利益は、前連結会計

年度に比較して2,069百万円減少し73百万円の純損失となりました。法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の

税金費用は、前連結会計年度に比較して811百万円減少(純額)し9百万円となりました。

　以上の結果、当期純利益は前連結会計年度に比較して1,259百万円減少し82百万円の純損失となりました。

　（４）キャッシュ・フローの分析　

　　　「１業績等の概要　(2)キャッシュ・フロー」に記載しています。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループにおける当連結会計年度の設備投資の主なものは次のとおりです。

  不動産賃貸事業において、当社(本社、東京都中央区)は平成19年12月に塩浜駐車場の隣接地(東京都江東区、登記簿上

3,331.40㎡、1,212百万円)を取得し、また、冷蔵倉庫事業においては、中央冷凍株式会社(連結子会社)は船橋冷蔵庫(千葉県

船橋市)の倉庫増設工事(既支払額535百万円、総額780百万円、平成20年6月完了予定)を実施しました。

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社
　 平成20年３月31日現在

事業所名
（所在地）

設備の内容
（事業の種類別
セグメントの名称）

帳簿価額（百万円）
従業員
（人）建物及び

構築物
機械装置及
び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

本社

(東京都中央区)

営業設備

(水産物卸売事業)
44 0

－

(－)
44 89 232

千住支社

(東京都足立区)

営業設備

(水産物卸売事業)
－ －

－

(－)
2 2 25

晴海ビュータワー

(東京都中央区)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
4 －

9

(429)
1 14 －

カナーリス月島

(東京都中央区)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
339 －

42

(429)
－ 382 －

セレーノ

(東京都中央区)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
122 －

131

(462)
－ 254 －

塩浜駐車場

(東京都江東区)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
1 －

724

(2,294)
0 726 －

エスパーダ

(東京都荒川区)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
57 －

45

(711)
0 103 －

ウィル船橋

(千葉県船橋市)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
99 －

37

(997)
0 137 －

浜町土地

(千葉県船橋市)

賃貸土地

(不動産賃貸事業)
－ －

149

(3,750)
－ 149 －

ウィル柏の葉キャンパス

(千葉県柏市)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
54 －

51

(1,078)
0 105 －

　（注）　連結会社以外からの主要な賃借設備及びリース設備は次のとおりである。

事業所名
（所在地）

設備の内容
(事業の種類別セグメントの名称)

年間賃借料及びリース料（百万円）

本社・千住支社

(東京都中央区・足立区)

卸売場・事務所

(水産物卸売事業)
年間賃借料　　　　　　　　　　401

本社・千住支社

(東京都中央区・足立区)

コンピューターシステム一式

(水産物卸売事業)
年間リース料　　　　　　　　　 52

豊海町土地

(東京都中央区)

賃貸土地

(不動産賃貸事業)
年間賃借料                     64

(2）国内子会社
　 平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
（事業の種類別セ
グメントの名称）

帳簿価額（百万円）
従業員
（人）建物及び

構築物
機械装置及
び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

船橋中央魚類株式

会社

本社

(千葉県船橋市)

営業設備

(水産物卸売事業)
3 0 － 1 5 34

千葉中央魚類株式

会社

本社

(千葉市美浜区)

営業設備

(水産物卸売事業)
21 － － 1 23 36

柏魚市場株式会社

本社

(千葉県柏市)

営業設備

(水産物卸売事業)
6 －

98

(902)
3 108 34

オークハイツ

(千葉県柏市)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
3 －

60

(664)
－ 63 －

水産加工場

(千葉県柏市)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
11 － － － 11 －
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会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
（事業の種類別セ
グメントの名称）

帳簿価額（百万円）
従業員
（人）建物及び

構築物
機械装置及
び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

中央冷凍株式会社

本社及び築地冷蔵庫

(東京都中央区)

営業設備

(冷蔵倉庫事業)
175 55 － 6 236 37

豊海第一冷蔵庫

(東京都中央区)

営業設備

(冷蔵倉庫事業)
125 128 － 2 256 17

豊海第二冷蔵庫

(東京都中央区)

営業設備

(冷蔵倉庫事業)
263 168 － 1 432 24

豊海第三冷蔵庫

(東京都中央区)

営業設備

(冷蔵倉庫事業)
299 54 － 2 355 14

船橋冷蔵庫

(千葉県船橋市)

営業設備

(冷蔵倉庫事業)
289 70  20 380 15

厚木物流センター

(神奈川県伊勢原市)

営業設備

(冷蔵倉庫事業)
1,390 164

259

(8,172)
0 1,814 22

中央小揚株式会社

本社

(東京都中央区)

営業設備

(荷役事業)
4 9 － 0 14 122

メゾン佳鳳楼

(東京都目黒区)

賃貸設備

(不動産賃貸事業)
22 －

66

(230)
－ 88 －

　（注）１　帳簿価額には建設仮勘定を含んでいない。

２　連結会社以外からの主要な賃借設備は次のとおりである。

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
（事業の種類別
セグメントの名称）

年間賃借料（百万円）

船橋中央魚類株式会社
本社

(千葉県船橋市)

卸売場・事務所

(水産物卸売事業)
33

千葉中央魚類株式会社
本社

(千葉市美浜区)

卸売場・事務所

(水産物卸売事業)
47

柏魚市場株式会社
本社

(千葉県柏市)

卸売場・事務所

(水産物卸売事業)
76

中央冷凍株式会社

本社及び築地冷蔵庫

(東京都中央区)

冷蔵倉庫用地

(冷蔵倉庫事業)
12

大井冷蔵庫

(東京都大田区)

営業設備

(冷蔵倉庫事業)
151

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

投資予定額（百万円）
資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月

総額 既支払額

株式会社

ホウスイ

厚木物流センター(神

奈川県伊勢原市)
 冷蔵倉庫事業 　冷蔵庫新設 1,700 530 　借入金 平成20年9月 平成21年7月　

　（注）１　当社の連結子会社である中央冷凍株式会社は、平成20年４月１日付で株式会社ホウスイと合併したため、
  中央冷凍株式会社は解散して、存続会社となった株式会社ホウスイが新たに当社の連結子会社(当社持株
  比率54.5%)となって、冷蔵倉庫業を営んでいる。

　      ２　上記の金額には消費税と地方消費税が含まれていない。

(2）重要な設備の除却等

　該当事項なし。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 62,400,000

計 62,400,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成20年６月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 43,153,000 43,153,000
東京証券取引所

（市場第二部）

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

計 43,153,000 43,153,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

（３）【ライツプランの内容】

          該当事項なし。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減
額(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成12年６月16日　（注） △1,000,000 43,753,000 － 2,995 － 1,337

平成12年12月６日　（注） △100,000 43,653,000 － 2,995 － 1,337

平成13年２月９日　（注） △420,000 43,233,000 － 2,995 － 1,337

平成13年３月２日　（注） △80,000 43,153,000 － 2,995 － 1,337

　（注）　発行済株式総数の減少は利益による自己株式消却によるものである。

（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 11 5 83 15 3 3,410 3,527 －

所有株式数

（単元）
－ 6,581 23 13,890 2,283 14 20,142 42,933 220,000

所有株式数の

割合（％）
－ 15.33 0.05 32.35 5.32 0.03 46.92 100.00 －

　（注）１  自己株式1,388,440株は「個人その他」の欄に1,388単元及び「単元未満株式の状況」の欄に440株それぞれ

    記載している。

２  「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれている。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本水産株式会社 東京都千代田区大手町２－６－２ 4,796 11.11

株式会社足利本店 宮城県気仙沼市魚市場前３－６ 2,805 6.50

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,070 4.80

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 2,070 4.80

ゴールドマンサックスイン

ターナショナル

(常任代理人 ゴールドマン・

サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,

 U.K

(東京都港区六本木６－10－１)

1,412 3.27

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 1,343 3.11

株式会社極洋 東京都港区赤坂３－３－５ 1,006 2.33

中央魚類従業員持株会 東京都中央区築地５－２－１ 936 2.17

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－13－40 810 1.88

シービーエヌワイデイエフエ

イインターナショナルキャッ

プバリューポートフォリオ

（常任代理人 シテイバンク

銀行株式会社）

1299 OCEAN AVENUE, 11F,

 SANTA MONICA,

CA 90401 USA

(東京都品川区東品川２－３－14)

664 1.54

計 － 17,913 41.51

　（注） 当社は自己株式1,388千株を保有しているが、上記株主から除いている。

       

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,388,000 －

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,545,000 41,545 同上

単元未満株式 普通株式    220,000 － 同上

発行済株式総数 43,153,000 － －

総株主の議決権 － 41,545 －

 (注)１  「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれている。

     ２  「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権に係る議決権の数1個が含まれている。
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②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式） 　     

中央魚類株式会社
東京都中央区築地

５－２－１
1,388,000 － 1,388,000 3.22

計 － 1,388,000 － 1,388,000 3.22

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項なし。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　旧商法第211条ノ3第1項第2号の定めに基づく取締役会決議による普通株式の取得並びに旧商法第

                  221条第6項の定めに基づく普通株式の取得及び会社法第155条第7項に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

      該当事項なし。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成－年－月－日）での決議状況

（取得期間　平成－年－月－日～平成－年－月－日）
－ －

当事業年度前における取得自己株式 1,352,360 255,559,512

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 2,784 914,449

当期間における取得自己株式 347 82,933

 (注) 当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

      による株式は含まれていない。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

　
－ － － －

保有自己株式数 1,388,787 － － －

    (注) 当期間における保有自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

         の買取りによる株式は含まれていない。

 

３【配当政策】

　当社は卸売市場法による水産物卸売業者としての公共的使命のもとで業績向上をはかり、企業の安定的基盤を確保

するとともに、株主への利益還元を最重要政策の一つと考えて事業の経営に当ってきました。

  当社は期末配当である年1回の剰余金の配当(期末配当金)を行うことを基本方針としており、株主総会により決定し

ております。  

　期末配当金につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本としつつ、営業基盤の強化や財務の健全性あるい

は今後の事業展開への備えなどを総合的に勘案し、安定した配当の継続に意を注いでまいります。

 　　 内部留保資金は企業体質の一層の強化と経営環境の変化に対応する営業力の強化に役立てる所存であります。

　なお、当期の期末配当金につきましては、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、前期の創立60周年記念配当

を廃止し、当社普通株式1株につき普通配当6円、配当金の総額は金250,587,360円と決定いたしました。

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 280 329 376 449 413

最低（円） 155 184 263 327 237

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 350 312 300 292 273 270

最低（円） 290 245 270 251 251 237

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役社長

(代表取締役)
　 伊藤　裕康 昭和９年10月15日生

昭和34年３月

昭和52年６月

平成元年６月

平成７年６月

平成９年６月

当社入社

当社取締役

当社常務取締役

当社専務取締役

当社代表取締役社長(現)

(注)６ 625

取締役副社長

事務部門統括

、電算室・業

務監査室担当

兼 安全・安

心推進委員会

委員長

大滝　義彦 昭和18年２月21日生

昭和41年４月

平成12年６月

平成14年６月

平成16年11月

平成19年６月

 平成20年１月 

 平成20年６月 

当社入社

当社取締役電算室室長

当社常務取締役

当社専務取締役

当社取締役副社長

当社取締役副社長、営業部門統

括、営業本部本部長、大物第二

部統括、電算室・大物第一部・

食品事故対策委員会・新市場

準備室担当 兼 営業企画室室

長

当社取締役副社長、事務部門統

括、電算室・業務監査室担当 

兼 安全・安心推進委員会委員

長(現)

(注)６ 14

専務取締役

経営企画室室

長、千住支社

支社長、広報

室室長、安全

・安心推進委

員会副委員長

、新市場準備

室担当

髙橋  昌明 昭和20年４月13日生

昭和43年４月 

平成９年６月 

平成15年４月 

平成19年６月 

平成20年６月 

日本水産株式会社入社

同社取締役、首都圏営業部長委

嘱

同社常務取締役、事業統轄(食品

事業主管)、事業推進部門共管

当社専務取締役、事務部門副統

括 兼 経営企画室室長

当社専務取締役、経営企画室室

長、千住支社支社長、広報室室

長、安全・安心推進委員会副委

員長、新市場準備室担当(現)

(注)６ 16

常務取締役
営業本部本部

長
小川  征英 昭和18年12月18日生

昭和37年４月 

平成９年４月 

平成15年６月 

平成16年４月 

平成18年５月 

平成19年６月 

平成20年６月 

株式会社ニチレイ入社

同社本社水産部部長

日新水産株式会社代表取締役

社長

株式会社まるいち加工代表取

締役社長

船橋中央魚類株式会社代表取

締役社長

当社取締役

当社常務取締役、営業本部本部

長(現)

(注)６ 6

取締役
鮮魚部担当

兼 広報室
中村　博之 昭和22年12月21日生

昭和41年４月

平成13年５月

平成16年６月

平成20年６月

当社入社

当社開発部部長 兼 鮮魚部部

長補佐

当社取締役鮮魚部ゼネラルマ

ネージャー

当社取締役鮮魚部担当 兼 広

報室（現）

(注)６ 17

取締役 特種部担当 鈴木　教之 昭和26年９月11日生

昭和49年４月

平成15年４月

平成16年６月

平成20年６月

当社入社

当社特種部ゼネラルマネー

ジャー 兼 開発部ゼネラルマ

ネージャー

当社取締役特種部・開発部ゼ

ネラルマネージャー

当社取締役特種部担当（現）

(注)６ 81
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 塩干部担当 鈴木　誠 昭和23年８月５日生

昭和47年４月 

平成15年10月 

平成17年６月 

平成20年６月 

当社入社

当社塩干部ゼネラルマネー

ジャー 

当社取締役塩干部ゼネラルマ

ネージャー

当社取締役塩干部担当（現）

(注)６ 25

取締役

冷凍部担当 

兼

冷凍部ゼネラ

ルマネー

ジャー

古賀  邦昭 昭和23年６月７日生

昭和47年４月 

平成16年４月 

平成18年６月 

平成20年６月 

当社入社

当社冷凍部ゼネラルマネー

ジャー

当社取締役冷凍部ゼネラルマ

ネージャー

当社取締役冷凍部担当兼冷凍

部ゼネラルマネージャー(現)

(注)６ 22

取締役

海外室・業務

部・大物第二

部担当

三田  薫 昭和23年12月19日生

昭和46年４月 

平成６年10月 

平成８年10月 

平成16年４月 

平成18年６月 

平成20年１月 

野崎産業株式会社入社

同社大阪支店大阪食品部部長

当社入社

当社海外室ゼネラルマネー

ジャー

当社取締役海外室ゼネラルマ

ネージャー

当社取締役海外室・業務部・

大物第二部担当(現)

(注)６ －

取締役

経理部ゼネラ

ルマネー

ジャー

伊妻  正博 昭和27年2月4日生

昭和50年４月 

平成16年12月 

平成20年６月 

当社入社

当社経理部ゼネラルマネー

ジャー

当社取締役経理部ゼネラルマ

ネージャー(現)

(注)６ －

取締役

大物第一部担

当 兼 大物第

一部ゼネラル

マネージャー

松山  次郎 昭和29年3月30日生

昭和47年４月 

平成18年４月 

平成20年６月 

当社入社

当社大物部ゼネラルマネー

ジャー

当社取締役大物第一部担当 兼

大物第一部ゼネラルマネー

ジャー(現)

(注)６ －

取締役

開発部担当

兼 開発部ゼ

ネラルマネー

ジャー　

伊藤  晴彦 昭和42年3月17日生

平成２年４月 

平成12年４月 

平成19年１月 

平成20年６月 

株式会社ニチレイ入社

当社入社

当社開発部ゼネラルマネー

ジャー

当社取締役開発部担当兼開発

部ゼネラルマネージャー(現)

(注)６ 38

取締役 　 堤　良昭 昭和21年７月22日生

昭和44年４月

平成12年６月

平成16年６月

平成19年１月

平成20年５月

平成20年６月

当社入社

当社取締役船凍部部長

当社常務取締役

当社常務取締役、冷凍部・開発

部・業務企画室担当

株式会社水産流通 取締役副社

長（現）

当社取締役(現)

(注)６ 29

取締役 　 伊達　毅 昭和21年４月13日生

昭和44年４月

平成12年６月

平成17年７月

平成20年６月

平成20年６月

当社入社

当社取締役営業企画部部長

当社取締役、千住支社支社長

船橋中央魚類株式会社代表取

締役社長(現)

当社取締役(現)

(注)６ 26

取締役 　 垣添　直也 昭和13年11月３日生

昭和36年４月

平成２年６月

平成５年６月

平成５年６月

平成６年６月

平成７年６月

平成11年６月

日本水産株式会社入社

同社取締役

同社常務取締役

当社取締役(現)

日本水産株式会社代表取締役

専務

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長(現)

(注)６ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常勤監査役 　 吉田　収 昭和16年１月４日生

昭和38年３月

平成６年７月

平成12年６月

平成14年４月

平成19年６月

当社入社

当社計算部部長

当社取締役計算部部長

当社取締役計算部ゼネラルマ

ネージャー

当社常勤監査役（現）

(注)８ 15

監査役 　 木村　文彦 昭和16年11月22日生

昭和41年４月

平成16年４月

平成16年６月

平成20年４月

平成20年４月

当社入社

当社理事部長計算部シニアマ

ネージャー

当社常勤監査役

株式会社ホウスイ常勤監査役

　　　　　　　　　　　(現)

当社監査役（現）

(注)７ 21

監査役 　 渡辺 亨 昭和40年６月28日生

平成12年10月

平成12年10月

平成13年６月

平成18年11月

弁護士登録

馬車道法律事務所勤務

当社監査役（現）

渡辺法律事務所勤務（現）

 (注)７ －

監査役 　 神保 重徳 昭和23年７月５日生

昭和47年４月

平成13年６月

平成18年４月

平成18年６月

平成20年６月

株式会社極洋入社

同社 福岡支社長

同社 東京支社長

当社監査役（現）

株式会社極洋 取締役東京支社

長（現）

 (注)９ －

計 939

　（注）１　(現)は平成20年６月27日現在の現職であり、その他は前歴である。

２　当社の定款において、当会社の取締役は20名以内と決められている。

３　取締役伊藤晴彦は取締役社長伊藤裕康の子である。

４　取締役垣添直也は会社法第２条第15号に定める社外取締役である。

５　監査役渡辺　亨および神保重徳は会社法第２条第16号に定める社外監査役である。

６　平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

７　平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

８　平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

９　平成18年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

10  当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１

名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

所  英樹 昭和29年８月26日生

昭和56年10月

昭和58年１月

昭和58年１月

アーサーアンダーセンカンパニー(現

 アクセンチュア株式会社)入社

同社退社

株式会社ところ会計事務所代表取締

役（現）

－
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社及び当社グループでは、株主・取引先・従業員・地域社会など多様なステークホルダーとの信頼関係のもと、

企業価値の増大と公正で透明性の高い経営を実現させ、安定的かつ長期的成長を目指しております。そのためには

コーポレート・ガバナンスは経営上最重要課題のひとつと認識し、正確かつタイムリーな情報開示に努めるととも

に取締役会及び監査役会の機能向上と活性化並びに内部監査体制等の充実に取り組んでおります。

　

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

 1) 会社の機関の内容及び内部統制・リスク管理体制の整備の状況

・当社取締役会は、社外取締役１名を含めて15名で構成され、原則として毎月１回開催され、経営上の意思決定を行

うとともに業務執行に対する監督を行っております。また、常勤の取締役(12名)による「経営会議」を原則週１回開

催し、また必要に応じて随時開催し、業務執行・内部統制・リスク管理上の迅速な判断や機動的対応をとって取締

役会を補完しております。なお、当社及び当社グループでは、経営環境の変化に迅速に対処しかつ経営責任を明確に

するため、取締役の任期を１年に短縮しております。

・当社は監査役設置会社であります。当社監査役会は、常勤監査役１名のほかに社外監査役２名(うち弁護士１名)を

含め、計４名で構成されております。

・当社では、毎月１回、マネージャー以上による「営業会議」を開催し、営業方針・営業報告・最新営業情報等を社

内全体に周知させており、また、与信管理の一環として、毎週１回、チームリーダー以上の関係者による「売掛金会

議」を開催し、与信情報やその対策について必要な対応をとっており、これらによりコンプライアンスやリスク管

理等を徹底させております。

・食品の安全・安心への対応として「安全・安心推進委員会」が設置されており、取締役２名と社内各部門から参

加する従業員スタッフ３名により構成されております。 

・ 情報開示につきましては、東京証券取引所のTDnetによる適時開示はもとより、業界紙向け決算説明会の開催(年

２回)、決算情報のホームページへの掲載などにより正確かつタイムリーな情報開示に努めております。

・顧問弁護士とは顧問契約に基づき、法律上の判断を必要とする場合に専門的立場からのアドバイスをいただき、

また、訴訟が生じた場合はその代理人を依頼しております。

  2) 内部監査及び監査役監査、会計監査等の状況

・当社における内部監査機関として「業務監査室」があり、取締役１名と専従者２名がこれに従事しております。

内部統制関係業務を中心にコンプライアンスや業務適正性に関する内部監査を定期的に実施しております。

・監査役は、監査役会を原則として毎月１回、定例日に開催し、監査事項についての意見交換等を行っております。

また、各監査役は取締役会への出席はもちろんのこと、常勤監査役は重要な社内会議へも出席しており、それぞれ必

要に応じ各種業務資料・経営会議議事録・稟議書等を確認し、さらに会計監査人とは情報交換を随時行い、また、独

自に調査を行うなどして監査業務の責務を果たしております。なお、専従スタッフは設置しておりませんが、当社総

務部・経理部スタッフが連携し協力する体制となっております。

・当社会計監査につきましては、監査法人和宏事務所との間で会社法および金融商品取引法上の監査に関する契約

を締結し厳正なる会計監査を実施しております。業務を執行した公認会計士は塩崎省三氏(当社の継続監査年数32

年)及び本宮伸也氏の２名で、監査業務補助者は公認会計士１名であります。当社は、当該監査法人に対して正確な経

営・財務情報等の提供をしておりますとともに、当該監査法人からは会計監査上必要な管理体制についての指導も

受けております。

・当社は卸売市場法に基づく水産物卸売業者であるため、農林水産省及び東京都からは定期的又は臨時に業務及び

財務に係る検査を受けております。

②社外取締役及び社外監査役との関係

  1) 社外取締役との関係

  社外取締役は１名で、日本水産株式会社の代表取締役社長である垣添直也氏にご就任いただき、経済界や水産業

界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいただいております。なお、日本水産株式会社と当社との間には営業

上の取引があります。

  2) 社外監査役との関係

  社外監査役は２名で、両氏とも当社との利害関係はありません。

  今後ともコーポレート・ガバナンスの実効性を確保し一層の強化を図ってまいります。
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(3)当事業年度における役員報酬の内容

区分 支給人員(名) 支給額(百万円)

 取締役 13 140

 監査役 4 23

 合計 17 163

　     （注）１  取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与が含まれていない。

     ２  上記の支給額には、役員退職慰労引当金の当期中における計上額18百万円(取締役16百万円、監査役

　　　　　1百万円)が含まれている。

     ３  上記の支給額合計163百万円のうち、社外役員(社外取締役1名、社外監査役2名)に対する支給額は8百

         万円である。

     ４  平成19年６月28日開催の第60期定時株主総会において、事業年度における取締役の報酬額(役員賞与を

         含む)を年額276百万円以内、監査役の報酬額(役員賞与を含む)を年額36百万円以内と改定している。

(4)当事業年度における監査報酬の内容

　 支給額(百万円)

   公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に

   基づく報酬
9

   上記以外の報酬 －

   

    (5）取締役の定数

　       当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。

 

    (6）取締役の選任の決議要件

　       当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

       １以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を

       定款に定めております。

 

    (7）株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

　       当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定

       により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

    (8）株主総会の特別決議要件

　       当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行

       使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

       う旨を定款に定めております。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成してある。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

てある。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成してある。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成してある。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の

連結財務諸表及び当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、監査法人和宏事

務所により監査を受けている。

EDINET提出書類

中央魚類株式会社(E02566)

有価証券報告書

23/81



１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　
　

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  3,955   3,557  

２　受取手形及び売掛金 　  9,196   11,106  

３　荷主前渡金 　  480   224  

４　たな卸資産 　  4,845   4,895  

５　繰延税金資産 　  443   564  

６　その他 　  211   712  

７　貸倒引当金 　  △845   △1,084  

流動資産合計 　  18,287 48.3  19,976 53.7

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1）建物及び構築物 ※１ 10,673   10,721   

減価償却累計額 　 6,713 3,959  7,006 3,714  

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 2,189   2,198   

減価償却累計額 　 1,459 729  1,546 651  

(3）土地 ※１  1,865   3,077  

(4）建設仮勘定 　  100   535  

(5）その他 　 647   669   

減価償却累計額 　 562 85  577 91  

有形固定資産合計 　  6,739   8,071  

２　無形固定資産 　       

(1）借地権・その他 　  1,315   1,314  

(2）のれん 　  14   2  

無形固定資産合計 　  1,329   1,316  
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 ※2  9,953   6,004  

(2）長期貸付金　　 　  1,260   708  

(3）差入保証金 　  177   175  

(4）繰延税金資産 　  275   630  

(5）その他 　  2,476   1,577  

(6）貸倒引当金 　  △2,608   △1,286  

投資その他の資産合計 　  11,533   7,809  

固定資産合計 　  19,603 51.7  17,197 46.3

資産合計 　  37,890 100.0  37,173 100.0

　 　       

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形及び買掛金 　  6,228   5,059  

２　短期借入金 ※１  2,975   5,341  

３　未払法人税等 　  48   21  

４　賞与引当金 　  217   206  

５　役員賞与引当金 　  41   6  

６　その他 　  877   916  

流動負債合計 　  10,389 27.4  11,552 31.1

Ⅱ　固定負債 　       

１　長期借入金 ※１  872   2,367  

２　繰延税金負債 　  1,195   236  

３　退職給付引当金 　  1,528   1,554  

４　役員退職慰労引当金 　  316   283  

５　本社移転損失引当金 　  302   302  

６　その他 　  704   651  

固定負債合計 　  4,919 13.0  5,396 14.5

負債合計 　  15,309 40.4  16,949 45.6
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  2,995 7.9  2,995 8.1

２　資本剰余金 　  1,342 3.5  1,342 3.6

３　利益剰余金 　  16,470 43.5  16,004 43.0

４　自己株式 　  △258 △0.7  △259 △0.7

　　株主資本合計 　  20,550 54.2  20,083 54.0

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  2,030 5.4  141 0.4

　　評価・換算差額等合計 　  2,030 5.4  141 0.4

純資産合計 　  22,580 59.6  20,224 54.4

負債純資産合計 　  37,890 100.0  37,173 100.0
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②【連結損益計算書】

　
　

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  177,449 100.0  172,709 100.0

Ⅱ　売上原価 　  169,570 95.6  165,254 95.7

売上総利益 　  7,879 4.4  7,454 4.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　販売諸掛 　 211   161   

２　運搬費・保管料 　 693   719   

３　市場使用料 　 576   564   

４　完納奨励金
・出荷奨励金

　 655   597   

５　貸倒引当金繰入額 　 －   107   

６　給料手当 　 3,083   3,043   

７　賞与引当金繰入額 　 158   137   

８　役員賞与引当金繰入額 　 41   6   

９　退職給付費用 　 82   146   

10　役員退職慰労引当金
繰入額

　 39   49   

11　福利厚生費 　 494   499   

12　その他 　 1,082 7,119 4.0 1,069 7,102 4.1

営業利益 　  759 0.4  351 0.2

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 46   47   

２　受取配当金 　 63   110   

３　受取手数料 　 84   93   

４　持分法による投資利益 　 7   11   

５　その他 　 95 298 0.2 125 388 0.2

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 56   84   

２　その他 　 5 61 0.0 6 91 0.0

経常利益 　  997 0.6  649 0.4
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　       

　１　退職給付引当金取崩額 　 11   －   

２　土地売却益 　 687   －   

３　貸倒引当金戻入益 　 568   31   

４　その他 　 36 1,304 0.7 － 31 0.0

Ⅶ　特別損失 　       

１　本社移転損失引当金
繰入額

　 302   －   

２　投資有価証券評価損 　 －   714   

３　固定資産除却損 　 －   37   

４　その他 　 2 305 0.2 2 754 0.4

税金等調整前当期
純利益又は損失(△) 　  1,996 1.1  △73 △0.0

法人税、住民税
及び事業税

　 213   147   

法人税等調整額 　 607 820 0.4 △138 9 0.0

少数株主損失 　  △0 △0.0  － －

当期純利益又は損失(△) 　  1,176 0.7  △82 △0.0
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,995 1,337 15,559 △263 19,629

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当(注)   △250  △250

利益処分による役員賞与(注)   △15  △15

当期純利益   1,176  1,176

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分  5  6 11

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ 5 910 4 920

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,995 1,342 16,470 △258 20,550

 

評価・換算差額等

少数株主持分  純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,279 2,279 63 21,972

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当(注)    △250

利益処分による役員賞与(注)    △15

当期純利益    1,176

自己株式の取得    △1

自己株式の処分    11

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△248 △248 △63 △312

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△248 △248 △63 608

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,030 2,030 － 22,580

 (注)　当社は平成18年6月の、連結子会社2社は平成18年5月の定時株主総会における利益処分項目である。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,995 1,342 16,470 △258 20,550

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △292  △292

当期純損失   △82  △82

自己株式の取得    △0 △0

持分法適用除外に伴う
利益剰余金の減少高

  △91  △91

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △466 △0 △467

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,995 1,342 16,004 △259 20,083

EDINET提出書類

中央魚類株式会社(E02566)

有価証券報告書

29/81



 

評価・換算差額等

 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,030 2,030 22,580

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当   △292

当期純損失   △82

自己株式の取得   △0

持分法適用除外に伴う
利益剰余金の減少高

  △91

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1,889 △1,889 △1,889

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△1,889 △1,889 △2,356

平成20年３月31日　残高
（百万円）

141 141 20,224
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　
　

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

　 1,996 △73

２　減価償却費 　 436 463

３　持分法による投資利益 　 △7 △11

４　役員退職慰労・退職給付・賞与
引当金の減少額

　 △58 △17

５　本社移転損失引当金の増加額 　 302 －

６　貸倒引当金の減少額 　 △681 △1,083

７　受取利息及び受取配当金 　 △110 △158

８　支払利息 　 56 84

９　投資有価証券売却益 　 － △0

10　投資有価証券売却損及び減損額 　 － 716

11　有形固定資産売却益　 　 △687 －

12　売上債権の増減額 (△は増加額) 　 144 △1,910

13　荷主前渡金の減少額 　 129 255

14　たな卸資産の増加額 　 △234 △49

15　仕入債務の増減額 (△は減少額)　 　 131 △1,169

16　その他 　 △858 638

小計 　 557 △2,315

17　利息及び配当金の受取額 　 110 158

18　利息の支払額 　 △56 △84

19　役員賞与の支払額 　 △15 －

20　法人税等の支払額 　 △1,439 △161

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 △842 △2,403

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

  １　定期預金の預入れによる支出 　 － △35

  ２　定期預金の払戻による収入　 　 135 －

３　有価証券の償還による収入 　 1,500 －

４　有形固定資産の取得による支出 　 △688 △1,820

５　有形固定資産の売却による収入 　 767 －

６　投資有価証券の取得による支出 　 △4,488 △95

７　投資有価証券の売却による収入 　 － 12

８　投資有価証券の解約による収入 　 50 50

９　貸付による支出 　 △321 △621

10　貸付金の回収による収入 　 1,995 913

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △1,051 △1,597
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　短期借入れによる収入 　 32,949 79,704

２　短期借入金の返済による支出 　 △32,388 △77,614

３　長期借入れによる収入 　 391 1,876

４　長期借入金の返済による支出 　 － △105

５　配当金の支払額　 　 △250 △292

６　自己株式取得による支出 　 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 699 3,566

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 　 △1,194 △434

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 　 5,149 3,955

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※　 3,955 3,521
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　連結の範囲に関する

    事項

子会社５社を連結している。

連結子会社名は、「第１　企業の概況」の４

　関係会社の状況に記載している。

また、非連結子会社㈲マルナカサービス他

１社は、小規模会社であり、総資産、売上高、

当期純利益及び利益剰余金等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため除外した。

同左

２　持分法の適用に関する

事項

関連会社１社を持分法適用している。

持分法適用会社名は「第１　企業の概況」

の４　関係会社の状況に記載している。ま

た、非連結子会社㈲マルナカサービス他１

社及び関連会社東京足立市場荷役運送㈱他

1社については、当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないためこれらの会社に対

する投資については、持分法を適用せず原

価法によっている。

該当事項なし。

　なお、持分法適用会社であったニュー浜屋

冷蔵㈱については連結子会社所有の同社株

式を期中に売却している。

　また、非連結子会社㈲マルナカサービス他

1社及び関連会社東京足立市場荷役運送

㈱他1社については、当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないためこれら

の会社に対する投資については、持分法を

適用せず原価法によっている。

３　連結子会社の事業年度

等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は

一致している。

同左

４　会計処理基準に関する

事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

個別法による低価法により評価して

いる。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

同左

　 有価証券

　

有価証券

　

　 その他有価証券

時価のあるもの

 　　　　期末決算日の市場価格等に基づ

         く時価法

 　　　　（評価差額は、全部純資産直入

　　　　　法により処理し、売却原価は移

　　　　　動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

 　　　　　　　　同左

 

 　　　　

　 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

　 デリバティブ

時価法

デリバティブ

―――
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　 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社及び連結子会社は、主として定

率法（ただし、平成11年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を

除く）は定額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

である。

建物及び構築物　　30～50年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

同左

　 　　　　　　　――――――

　

 (会計方針の変更)　

　当社及び連結子会社は、法人税法改正

に伴い、当連結会計期間より、平成19年

4月1日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更している。

　ただし、移転に伴い除却する有形固定

資産については除いている。

　この変更により営業利益、経常利益は

それぞれ2百万円減少し、税金等調

整前当期純損失は2百万円増加してい

る。

　 　　　　　　　――――――

　

　(追加情報)　　

　当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、当連結会計期間より、平成19

年3月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人税法

に基づき減価償却の方法の適用によ

り、取得価額の5％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の5％相当額と備忘価額との差額を5

年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上している。

　ただし、移転に伴い除却する有形固定

資産については除いている。

　この変更により営業利益、経常利益は

それぞれ32百万円減少し、税金等調

整前当期純損失は32百万円増加してい

る。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。

　 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権及び破産更生

債権等については会社所定の基準に

より計算した金額を計上している。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左
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　 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　 ②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額に基づき当期負

担額を計上している。

②　賞与引当金

同左

　 ③　役員賞与引当金

　　  当社及び連結子会社4社は役員の賞

　　　与の支給に充てるため、支給見込額

      に基づき計上している。

      （会計方針の変更）

　　　　　当連結会計年度より、「役員賞

　　　　与に関する会計基準」（企業会計

　　　　基準第4号 平成17年11月29日）を

　　　　適用している。これにより、従来

　　　　の方法と比較して、営業利益、経

　　　　常利益及び税金等調整前当期純利

　　　　益はそれぞれ41百万円減少してい

　　　　る。

　　　　　なお、セグメント情報に与える

　　　　影響は、当該箇所に記載してい

　　　　る。　 

③　役員賞与引当金

　　  連結子会社1社は役員の賞与の支給

　　　に充てるため、支給見込額に基づ　　

　　　き計上している。

　　　　　　――――――― 

　 ④　退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、

　　　当連結会計年度末における退職給　　

　　　付債務及び年金資産の見込額に基

　　　づき計上している。

　　　過去勤務債務は発生時から、数理

　　　計算上の差異は発生時の翌連結会

　　　計年度からそれぞれ10年の定額法

　　　により費用処理している。

④　退職給付引当金

      　　　 　　同左

　 ⑤　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、

内規による期末退職慰労金の要支給

額を計上している。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

　 ⑥　本社移転損失引当金

　　　当社及び連結子会社2社は本社移転

      に伴い発生する損失に備えるため、

      発生が見込まれる固定資産除却損、　

　　　　　

      移転費用について合理的な見積額を

      計上している。 

⑥　本社移転損失引当金

　　　　　　　　同左

　 (4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転す

  ると認められるもの以外のファイナ

  ンス・リース取引については、通常

　の賃貸借取引に係る方法に準じた会

　計処理方法によっている。　　　　　　　　　　　　

　　　　

 (4) 重要なリース取引の処理方法

               同左
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　 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　 (5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップは、特例処理の要件を

充たしているので、特例処理を採用

している。また、為替予約が付されて

いる金銭債権・債務については、振

当処理を行っている。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップは、特例処理の要件を

充たしているので、特例処理を採用

している。

　 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段

　　　　……金利スワップ

　　　　……為替予約 

　　　ヘッジ対象

　　　　……借入金の利息

　　　　……外貨建債権・債務 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段

　　　　……金利スワップ

　　　

　　　ヘッジ対象

　　　　……借入金の利息

 

　 ③　ヘッジ方針

　　　為替変動リスク及び金利変動リスク

　　　を回避するために行っている。

③　ヘッジ方針

　　　金利変動リスクを回避するために行　　

　　　っている。

　 ④　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を充

たしているので、連結決算日におけ

る有効性の評価を省略している。ま

た、為替予約は振当処理によってい

るため省略している。

④　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を充

たしているので、連結決算日におけ

る有効性の評価を省略している。

　 (6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっている。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法を採用している。

同左

６　のれん及び負ののれん

償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、5年間及び10年間

で均等償却している。 

                 同左

７　連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い短

期的な投資である。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

　示に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年

　12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

　る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

　号　平成17年12月9日）を適用している。従来の資本の

　部の合計に相当する金額は、22,580百万円である。

　　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

　産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

　正後の連結財務諸表規則により作成している。

 　　　　　　　　――――――――

（企業結合に係る会計基準）

　　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

　（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合

　会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

　（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）を

　適用している。     

　　　　　　　　　――――――――

　　　（表示方法の変更）

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

 (連結貸借対照表)

 （1）　前連結会計年度まで、無形固定資産の「借地権・

　　　その他の無形固定資産」として掲記していたもの

　　　は、当連結会計年度から、「借地権・その他」とし

　　　て表示している。

 (連結貸借対照表)

 　　　　　　　　　　─────

 （2）　連結財務諸表規則の改正により、前連結会計年度

　　　において「連結調整勘定」として掲記されていたも

　　　のは、当連結会計年度から「のれん」として表示し

　　　ている。

　　　　　　　　　　　─────

（連結損益計算書）

─────　

 (連結損益計算書)

　　「投資有価証券評価損」は、前連結会計年度まで特別　　　　

　損失の「その他」で表示していたが、特別損失の総額の

　100分の10を超えたため区分掲記している。

　　なお、前連結会計年度における「投資有価証券評価　

　損」の金額は２百万円である。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　担保に供している資産は次のとおりである。 ※１　担保に供している資産は次のとおりである。

土地 264百万円

建物 2,499百万円

構築物     63百万円

機械装置及び運搬具       647百万円

計        3,474百万円

土地    1,476百万円

建物      2,336百万円

構築物       55百万円

機械装置及び運搬具          585百万円

計        4,454百万円

担保付債務は、次のとおりである。 担保付債務は、次のとおりである。

短期借入金 749百万円

長期借入金      1,106百万円

短期借入金   795百万円

長期借入金        2,662百万円

※２　このうち非連結子会社及び関連会社の株式107百万

円を含んでいる。

※２　このうち非連結子会社及び関連会社の株式18百万円

を含んでいる。

※　　保証債務

連結会社以外の借入（銀行）に対し、債務保証を

行っている。

※　　保証債務

連結会社以外の借入（銀行）に対し、債務保証を

行っている。

従業員（住宅資金）    53百万円 従業員（住宅資金）    42百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 43,153 － － 43,153

合計 43,153 － － 43,153

自己株式     

普通株式　(注)1.2 1,413 4 32 1,385

合計 1,413 4 32 1,385

 （注）1.普通株式の自己株式の株数増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

　　　 2.普通株式の自己株式の株数減少32千株は、株式交換による減少である。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項なし。

　 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 250 6 平成18年3月31日 平成18年6月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 292 利益剰余金 7 平成19年3月31日 平成19年6月29日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 43,153 － － 43,153

合計 43,153 － － 43,153

自己株式     

普通株式　(注) 1,385 2 － 1,388

合計 1,385 2 － 1,388

 （注）普通株式の自己株式の株数増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。　　 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項なし。

　 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額
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（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 292 7 平成19年3月31日 平成19年6月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日

定時株主総会
普通株式 250 利益剰余金 6 平成20年3月31日 平成20年6月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,955百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期

預金
   －百万円

現金及び現金同等物 3,955百万円

現金及び預金勘定    3,557百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期

預金
  △35百万円

現金及び現金同等物    3,521百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　 その他の有形固定

資産（備品）

取得価額相当額       230百万円

減価償却累計額相当額      102百万円

期末残高相当額     128百万円

　─────

─────　
　

取得価額相当

額(百万円)　

減価償却累計

額(百万円)　

期末残高相当

額(百万円)　

　機械装置及び

運搬具
63 22 41

　その他 335 138 197

　合計 399 161 238

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内     61百万円

１年超     87百万円

合計     149百万円

１年以内      68百万円

１年超       172百万円

合計        240百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料     45百万円

減価償却費相当額     43百万円

支払利息相当額   2百万円

支払リース料       65百万円

減価償却費相当額       61百万円

支払利息相当額    3百万円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっている。

・利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結決算日における連
結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

①　株式 4,250 7,727 3,476

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 4,250 7,727 3,476

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

①　株式 1,681 1,628 △52

②　債券 50 50 －

③　その他 － － －

小計 1,731 1,678 △52

合計 5,981 9,405 3,424

（注）　当連結会計年度において、株式について2百万円減損を行っている。

　　　　　なお、減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

　　　　を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

　　　　行っている。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

  ①その他有価証券 　

  非上場株式 439

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結決算日における連
結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

①　株式 2,539 3,003 463

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 2,539 3,003 463

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

①　株式 2,769 2,544 △225

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 2,769 2,544 △225
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区分 取得原価（百万円）
連結決算日における連
結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

合計 5,309 5,547 238

（注）　当連結会計年度において、株式について714百万円減損を行っている。

　　　　　なお、減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

　　　　を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

　　　　行っている。

　　　　　２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券　(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日) 　

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

3 － 0

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

  ①その他有価証券 　

  非上場株式 438
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　金利スワップ取引と為替予約取引を利用している。

(2）取引に対する取組方針

　財務上発生する金利・為替変動リスクを回避する目的のためのみ行うこととしている。

(3）取引の利用目的

　　金利スワップ取引は調達コストの削減のために、為替予約取引は安定的な利益の確保を図るために

　利用しており、投機目的とするデリバティブ取引は行っていない。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ、為替予約

ヘッジ対象……借入金の利息、外貨建債権・債務

ヘッジ方針

　為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために行っている。

ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を充たしているので連結決算日における有効性の評価を省略してい

る。また、為替予約は振当処理によっているため省略している。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場リスクのヘッジを、為替予約取引は為替相場リスクのヘッジを行うためのもの

であり、契約先はいずれも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行から生じる信用リスク

はほとんどないものと判断している。

(5）取引に係るリスクの管理体制

　金利スワップ取引、為替予約取引を行うにあたっては、経理部担当役員が決裁をしており、リスク管理に

ついては経理部で行っている。

２　取引の時価等に関する事項

　　　デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　金利スワップ取引を利用している。

(2）取引に対する取組方針

　財務上発生する金利変動リスクを回避する目的のためのみ行うこととしている。

(3）取引の利用目的

　金利スワップ取引は調達コストの削減のために利用しており、投機目的とするデリバティブ取引は

行っていない。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金の利息

ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避するために行っている。

ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を充たしているので連結決算日における有効性の評価を省略してい

る。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場リスクのヘッジを行うためのものであり、契約先はいずれも信用度の高い金融

機関であるため、相手方の契約不履行から生じる信用リスクはほとんどないものと判断している。
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(5）取引に係るリスクの管理体制

　金利スワップ取引を行うにあたっては、経理部担当役員が決裁をしており、リスク管理については経理部

で行っている。

２　取引の時価等に関する事項

　　　デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　主として当社及び連結子会社は、確定給付の制度として、適格退職年金制度、退職金一時金制度を設けてい

る。また、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合がある。

２　退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日）

項目 金額（百万円）

①　退職給付債務 △3,406

②　年金資産 2,622

③　未積立退職給付債務（①＋②） △784

④　未認識数理計算上の差異 △330

⑤　未認識過去勤務債務 19

⑥　合計（③＋④＋⑤） △1,094

⑦　前払年金費用 433

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦） △1,528

　　　　　　　　　（注）  1.連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

３　退職給付費用に関する事項（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

項目 金額（百万円）

①　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　* 127

②　利息費用 46

③　期待運用収益 △39

④　未認識数理計算上の差異の費用処理 △19

⑤　未認識過去勤務債務の費用処理額 2

⑥　退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤） 117

　　　　　　　　（注）  1.連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上している。

　　　　　　　2.*特別利益に計上されている簡便法適用連結子会社1社の退職給付引当金取崩額11百万円が

　　　　　　　　控除されている。　　　　　　　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　　　　　①　退職給付見込額の期間配分方法 　　　　　　勤務期間を基準とする方法

　　　　　　②　割引率 2.5％

　　　　　　③　期待運用収益率 2.0％

　　　　　　④　数理計算上の差異の処理年数 10年

　　　　　　⑤　過去勤務債務の額の処理年数 10年

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　主として当社及び連結子会社は、確定給付の制度として、適格退職年金制度、退職金一時金制度を設けてい

る。また、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合がある。

２　退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日）

項目 金額（百万円）

①　退職給付債務 △3,304
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項目 金額（百万円）

②　年金資産 1,937

③　未積立退職給付債務（①＋②） △1,367

④　未認識数理計算上の差異 92

⑤　未認識過去勤務債務 17

⑥　合計（③＋④＋⑤） △1,257

⑦　前払年金費用 297

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦） △1,554

　　　　　　　　　（注）  1.連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

３　退職給付費用に関する事項（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

項目 金額（百万円）

①　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　 203

②　利息費用 45

③　期待運用収益 △40

④　未認識数理計算上の差異の費用処理 △25

⑤　未認識過去勤務債務の費用処理額 2

⑥　退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤） 184

　　　　　　　　（注）  連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上している。　　　　　　　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　　　　　①　退職給付見込額の期間配分方法 　　　　　　勤務期間を基準とする方法

　　　　　　②　割引率 2.5％

　　　　　　③　期待運用収益率 2.0％

　　　　　　④　数理計算上の差異の処理年数 10年

　　　　　　⑤　過去勤務債務の額の処理年数 10年
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（ストック・オプション等関係）

該当事項なし。  

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）   

　 百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 905　

賞与引当金繰入限度超過額 96　

未払事業税 16　

退職給付引当金繰入限度超過額 597　

役員退職慰労引当金 161　

繰越欠損金 68　

連結会社間の未実現利益 15　

その他 214　

繰延税金資産小計 2,076　

評価性引当額 △103　

繰延税金資産合計 1,973　

（繰延税金負債）  　

その他有価証券評価差額金 △1,393　

固定資産圧縮積立金 △415　

借地権の評価差額 △236　

前払年金費用 △176　

その他 △227　

繰延税金負債合計 △2,450　

繰延税金負債の純額 △476　

連結貸借対照表表示額  　

流動資産 443　

固定資産 275　

固定負債 1,195　

（繰延税金資産）   

　 百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 682　

賞与引当金繰入限度超過額 87　

未払事業税 4　

退職給付引当金繰入限度超過額 613　

役員退職慰労引当金 116　

繰越欠損金 314　

連結会社間の未実現利益 15　

その他 448　

繰延税金資産小計 2,283　

評価性引当額 △238　

繰延税金資産合計 2,044　

（繰延税金負債）  　

その他有価証券評価差額金 △97　

固定資産圧縮積立金 △407　

借地権の評価差額 △236　

前払年金費用 △120　

その他 △223　

繰延税金負債合計 △1,086　

繰延税金資産の純額 958　

連結貸借対照表表示額  　

流動資産 564　

固定資産 630　

固定負債 236　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間で当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間で当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

め注記を省略している。

　　税金等調整前当期純損失を計上しているため、内訳を記

載していない。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　
水産物
卸売事業
(百万円)

冷蔵
倉庫事業
(百万円)

不動産
賃貸事業
(百万円)

荷役事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 173,312 3,422 336 378 177,449 ― 177,449

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 151 171 476 798 (798) ―

計 173,312 3,574 507 854 178,248 (798) 177,449

営業費用 173,039 3,391 194 877 177,503 (814) 176,689

営業利益又は営業損失(△) 272 182 313 △23 744 15 759

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出        

資産 17,757 5,596 3,056 217 26,628 11,262 37,890

減価償却費 43 331 51 10 436 0 436

資本的支出 97 482 100 5 686 1 688

　（注）１　事業区分の方法は、業種別の区分によるセグメンテーションを行っている。　

２　各事業の主要な業務

(1）水産物卸売事業 ……… 水産物及びその加工製品の販売

(2）冷蔵倉庫事業　 ……… 水産物等の冷蔵保管

(3）不動産賃貸事業 ……… 不動産の賃貸

(4）荷役事業　　　 ……… 水産物等の運搬作業

３　当連結会計年度における営業費用のうち、配賦不能営業費用のものはない。

４　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は11,262百万円であり、そ

の主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理

部門に係る資産等である。

５　当連結会計年度における減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれている。

６　会計方針の変更

（役員賞与に関する会計基準）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第4号　平成17年11月29日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法

によった場合に比べて、「水産物卸売事業」の営業費用は32百万円、「冷蔵倉庫事業」の営業費用は9百万円

それぞれ増加し、営業利益が同額減少している。

 

　
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　
水産物
卸売事業
(百万円)

冷蔵
倉庫事業
(百万円)

不動産
賃貸事業
(百万円)

荷役事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 168,439 3,508 343 418 172,709 － 172,709

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 139 190 571 901 (901) －

計 168,439 3,648 534 989 173,610 (901) 172,709
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当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　
水産物
卸売事業
(百万円)

冷蔵
倉庫事業
(百万円)

不動産
賃貸事業
(百万円)

荷役事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

営業費用 168,504 3,516 203 1,050 173,273 (916) 172,357

営業利益又は営業損失(△) △64 131 331 △61 336 15 351

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出        

資産 19,713 5,750 4,139 242 29,845 7,327 37,173

減価償却費 48 358 48 6 462 0 463

資本的支出 15 670 1,133 － 1,820 － 1,820

　（注）１　事業区分の方法は、業種別の区分によるセグメンテーションを行っている。　

２　各事業の主要な業務

(1）水産物卸売事業 ……… 水産物及びその加工製品の販売

(2）冷蔵倉庫事業　 ……… 水産物等の冷蔵保管

(3）不動産賃貸事業 ……… 不動産の賃貸

(4）荷役事業　　　 ……… 水産物等の運搬作業

３　当連結会計年度における営業費用のうち、配賦不能営業費用のものはない。

４　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,327百万円であり、その

主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部

門に係る資産等である。

５　当連結会計年度における減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれている。

６　追加情報

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額

との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比較して、減価償却費は「冷蔵倉庫事業」で30百万円増加し、営業費用は「冷蔵倉庫事業」で

30百万円増加し、営業利益は同額減少している。なお、「水産卸売事業」、「不動産賃貸事業」及び「荷役事

業」においては、損益に与える影響はそれぞれ軽微である。

 

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外連結子会社及び在外支店がないため開示を行っていない。

【海外売上高】

　前連結会計年度及び当連結会計年度については、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ている。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　　　　 該当事項なし。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 　　　　 該当事項なし。

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額             540.63円               484.25円

１株当たり当期純利益又は損失(△)           28.19円        △1.98円

　 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため記

載していない。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損失

であり、また潜在株式がないため記載

していない。

　（注）　１株当たり当期純利益又は損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益又は損失(△)

（百万円）
1,176 △82

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は損失(△)

（百万円）
1,176 △82

期中平均株式数（株） 41,742,005 41,765,893
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　　　（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

　　　　　　　　　　　――――― （中央冷凍株式会社と株式会社ホウスイの合併）

　　　当社は、平成20年1月10日開催の取締役会において、当　　

　　社の子会社である中央冷凍株式会社（以下「中央冷凍」）

　　と株式会社ホウスイ（以下「ホウスイ」）が合併し、中央

　　冷凍は解散して新たにホウスイが当社の子会社となること

　　を決議し、同日、両社の間で合併契約を締結いたいまし

　　た。当該合併契約については、中央冷凍では平成20年2月

　　25日開催の臨時株主総会において、ホウスイでは平成20年

　　2月28日開催の臨時株主総会において、承認を受けており

　　ます。

　　　合併の目的、その概要は以下の通りであります。

　１．被取得企業の名称および事業の内容、企業結合を行っ

  　　た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後

      企業の名称および取得した議決権比率

    (1)被取得企業の名称および事業の内容

　　　名称　　　　　　　株式会社ホウスイ

　　　事業の内容　　　　水産物の買付・加工・卸売業・小

　　　　　　　　　　　　売販売業

　　(2)企業結合を行った主な理由

　　　当合併は水産物流通ネットワークを構築するため、ホウ

　　　スイの卸機能と中央冷凍の物流機能とを融合して水産物

　　　流通機能の拡大と強化を図り、当社グループの持続的な

　　　成長と収益力の向上を実現するため実施いたしました。

　　(3)企業結合日

　　　平成20年4月1日

　　(4)企業結合の法的形式

　　　ホウスイを存続会社とし、中央冷凍を消滅会社として、

　　 吸収合併いたしました。

　　(5)結合後企業の名称

　　　株式会社ホウスイ

　　(6)取得する議決権比率

　　　52.1％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　 　２．発行する株式の種類および合併比率、その算定方法なら

　　　びに交付した株式数

　　(1)株式の種類および合併比率

　　　株式の種類　　普通株式

　　　合併比率　  　ホウスイ　1：　中央冷凍　45.5

　　(2)合併比率の算定方法

　　　　ホウスイおよび中央冷凍の親会社（本合併前の株式

　　　100％保有）である当社は、本合併比率の算定にあたっ

　　　て公正性を期すため、ホウスイはみずほ証券株式会社

　　　（以下「みずほ証券」）を、当社は野村證券株式会社

　　　（以下「野村證券」）をフィナンシャルアドバイザーと

　　　して任命し、それぞれ合併比率の算定を依頼いたしまし

　　　た。

　　　　みずほ証券は、両社の株式についてＤＣＦ（ディスカ

　　　ウンテッド・キャッシュフロー）法および類似企業比較

　　　法による分析をそれぞれ行い、野村證券は、両社の株式

　　　についてＤＣＦ法および類似企業比較法による分析をそ

　　　れぞれ行いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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前連結会計年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

─────　 　　　　ホウスイは、みずほ証券による合併比率の算定結果を

　　　参考に、中央冷凍およびその親会社である当社は、野村

　　　證券による合併比率の算定結果を参考に、それぞれ両者

　　　の財務状況、資産状況、将来見通し等の要因を総合的に

　　　勘案し、慎重に協議を重ねた結果、最終的に上記合併比

　　　率が妥当であるとの判断に至り、合意いたしました。

    (3)交付した株式数

　　　　43,680,000株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　 　３．実施する会計処理の概要

　　　当該合併は逆取得に該当するため、連結財務諸表上は消

　　滅会社である中央冷凍を取得企業としてパーチェス法を適

　　用いたします。

　４．合併当事者会社の概要（平成20年3月31日現在）

    (1)中央冷凍の概要

　商号  中央冷凍株式会社

　本店所在地  東京都中央区築地五丁目2番1号

　資本金  480百万円

　発行済株式総数  960,000株　

　純資産  1,764百万円　

　総資産  5,150百万円　

　売上高(平成20年3月期)  3,648百万円　

　当期純利益(平成20年3月期)  74百万円　

　主な事業内容  冷蔵倉庫事業　

　代表者  代表取締役社長　乃美昭俊　

　従業員数  121人　

　 　　(2)ホウスイの概要　

　商号  株式会社ホウスイ 　

　本店所在地  東京都中央区八丁堀一丁目6番1号　

　資本金  2,005百万円

　発行済株式総数  40,110千株

　純資産  3,627百万円

　総資産  6,878百万円

　売上高(平成20年3月期)  18,059百万円

　当期純利益(平成20年3月期)  △3百万円

　主な事業内容  水産物の買付・加工・卸売業・小売販売業

　代表者  代表取締役社長　須山博行

　従業員数 75人

　 　なお、合併会社は当社の連結子会社となります。　
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項なし。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 2,600 4,977 1.14 －

１年以内に返済予定の長期借入金 375 364 2.28 －

１年以内に返済予定のリース債務　 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 872 2,367 2.05 平成21年～29年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －　

その他の有利子負債　※ 26 25 5.9 －

合計 3,875 7,734 － －

　（注）１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りである。

　
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 334 334 209 122

３　※　販売先からの保証金である。

（２）【その他】

　該当事項なし。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　
　

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

　１　現金及び預金 　  1,722   1,567  

　２　受取手形 　  3   2  

　３　売掛金 ※２  6,525   8,627  

　４　荷主前渡金 　  480   224  

　５　商品 　  4,751   4,767  

　６　短期貸付金 　  133   370  

　７　繰延税金資産 　  265   393  

　８　その他 　  159   323  

　９　貸倒引当金 　  △512   △769  

流動資産合計 　  13,529 46.0  15,508 54.0

Ⅱ　固定資産 　       

　１　有形固定資産 　       

(1）建物 ※３ 2,645   2,661   

減価償却累計額 　 1,520 1,124  1,584 1,076  

(2）車両運搬具 　 9   9   

減価償却累計額 　 9 0  8 0  

(3）備品 ※３ 511   516   

減価償却累計額 　 452 58  466 50  

(4）土地 ※１　  1,394   2,606  

(5）建設仮勘定 　  100   ―  

有形固定資産合計 　  2,677   3,734  

　２　無形固定資産 　       

(1）借地権 　  706   706  

(2）電話加入権 　  9   9  

無形固定資産合計 　  715   715  
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 　  9,527   5,758  

(2）関係会社株式 　  1,618   1,618  

(3）長期貸付金   1,234   466  

(4）従業員に対する
長期貸付金

　  23   22  

(5) 関係会社長期貸付金 　  234   295  

(6）長期営業債権 　  126   126  

(7）破産更生債権等 　  1,670   898  

(8）前払年金費用 　  433   297  

　 (9）繰延税金資産 　  ―   299  

　(10）その他 　  163   171  

　(11）貸倒引当金 　  △2,530   △1,173  

投資その他の資産合計 　  12,501   8,779  

固定資産合計 　  15,895 54.0  13,228 46.0

資産合計 　  29,425 100.0  28,737 100.0

　 　       

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形 　  255   96  

２　受託販売未払金 　  709   444  

３　買掛金 ※２  3,601   3,059  

４　短期借入金 ※２  3,870   6,220  

５　未払消費税等 　  43   59  

６　未払費用 　  264   259  

７　預り金 　  81   78  

８　賞与引当金 　  117   111  

　９　役員賞与引当金 　  20   ―  

  10　その他 　  30   30  

流動負債合計 　  8,994 30.6  10,360 36.0
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債 　       

　１　長期借入金 ※１　  ―   1,200  

２　預り保証金 　  623   566  

３　繰延税金負債 　  958   ―  

４　退職給付引当金 　  517   458  

５　役員退職慰労引当金 　  177   189  

６　本社移転損失引当金 　  141   141  

固定負債合計 　  2,418 8.2  2,556 8.9

負債合計 　  11,413 38.8  12,916 44.9

　 　       

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金   2,995 10.2  2,995 10.4

２　資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 1,337   1,337   

(2）その他資本剰余金 　 5   5   

資本剰余金合計 　  1,342 4.6  1,342 4.7

３　利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 748   748   

(2）その他利益剰余金 　       

固定資産圧縮積立金 　 383   383   

固定資産圧縮特別　勘
定積立金

　 326   326   

別途積立金 　 9,500   9,900   

繰越利益剰余金 　 991   261   

利益剰余金合計 　  11,949 40.6  11,620 40.4

４　自己株式 　  △263 △0.9  △264 △0.9

株主資本合計 　  16,025 54.5  15,694 54.6

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券
評価差額金

　  1,986 6.7  126 0.5

評価・換算差額等合計 　  1,986 6.7  126 0.5

純資産合計 　  18,011 61.2  15,821 55.1

負債純資産合計 　  29,425 100.0  28,737 100.0
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②【損益計算書】

　
　

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　       

１　受託品売上高 　  49,312   44,894  

２　買付品売上高 　  79,905   81,002  

３　不動産賃貸収入高 　  479   505  

売上高合計 　  129,696 100.0  126,402 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１　受託品売上原価 ※１  46,600   42,425  

２　買付品売上原価 　       

(1）期首商品棚卸高 　 4,522   4,751   

(2）当期商品仕入高 　 77,295   78,213   

計 　 81,817   82,965   

(3）期末商品棚卸高 　 4,751 77,065  4,767 78,197  

３　不動産賃貸原価 　  183   192  

売上原価合計 　  123,850 95.5  120,816 95.6

売上総利益 　  5,846 4.5  5,586 4.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　販売諸掛 ※２ 598   590   

２　運搬費 　 204   213   

３　保管料 　 295   294   

４　市場使用料 　 407   401   

５　完納奨励金 ※３ 209   206   

６　貸倒引当金繰入額 　 －   92   

７　通信費 　 26   22   

８　接待交際費 　 64   80   

９　出荷奨励金 ※４ 324   273   

10　役員報酬 　 116   146   

11　職員給料手当 　 1,963   1,890   

12　賞与引当金繰入額 　 117   111   

13　役員賞与引当金繰入額 　 20   ―   

14　退職金 　 2   ―   

15　退職給付費用 　 71   58   

16　役員退職慰労引当金
繰入額

　 19   19   

17　福利厚生費 　 331   336   

18　減価償却費 　 36   42   

19　賃借料 　 14   27   

20　その他 　 679 5,502 4.2 691 5,499 4.4

営業利益 　  344 0.3  86 0.0
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息  44   46   

２　受取配当金 ※５ 148   299   

３　受取手数料 ※５ 80   89   

４　雑収入 　 65 339 0.2 75 510 0.4

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 ※５ 24   55   

２　雑支出 　 1 25 0.0 2 58 0.0

経常利益 　  658 0.5  539 0.4

Ⅵ　特別利益 　       

　１　土地売却益 　 687   ―   

２　貸倒引当金戻入益 　 493 1,181 0.9 31 31 0.0

Ⅶ　特別損失 　       

１　本社移転損失引当金
繰入額

　 141   ―   

２　投資有価証券評価損 　 ―   714   

３　その他　 　 2 143 0.1 ― 714 0.5

税引前当期純利益
又は損失(△) 　  1,695 1.3  △143 △0.1

法人税、住民税
及び事業税

　 4   3   

法人税等調整額 　 679 684 0.5 △109 △106 △0.1

当期純利益又は　　　損失
(△) 　  1,011 0.8  △37 △0.0

　 　       

不動産賃貸原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

１　賃借料 　 62 34.1 62 32.5

２　租税公課 　 24 13.3 25 13.3

３　減価償却費 　 45 24.8 43 22.5

４　その他 　 51 27.8 60 31.7

合計 　 183 100.0 192 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本　　準

備金

その他　

資本　　剰

余金

利益　　準

備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮　　積

立金

固定資産

圧縮　　特

別勘定積

立金

別途　　積

立金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,995 1,337 － 748 383 － 9,350 706 △267 15,253

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注）        △250  △250

当期純利益        1,011  1,011

固定資産圧縮特別勘定　　積

立金の積立
     326  △326  －

別途積立金の積立（注）       150 △150  －

自己株式の取得         △1 △1

自己株式の処分   5      6 11

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
          

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 5 － － 326 150 284 4 771

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,995 1,337 5 748 383 326 9,500 991 △263 16,025

　 　

　  評価・換算差額等

   純資産合計
　

 その他有価証券

   評価差額金

 評価・換算差額等

　　　合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,205 2,205 17,459

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注）   △250

当期純利益   1,011

固定資産圧縮特別勘定　　　積

立金の積立
  －

別途積立金の積立（注）   －

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   11

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△218 △218 △218

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△218 △218 552

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,986 1,986 18,011

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本　　準

備金

その他　

資本　　剰

余金

利益　　準

備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮　　積

立金

固定資産

圧縮　　特

別勘定積

立金

別途　　積

立金

繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,995 1,337 5 748 383 326 9,500 991 △263 16,025

事業年度中の変動額           

剰余金の配当        △292  △292

当期純損失        △37  △37

別途積立金の積立       400 △400  ―

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
          

事業年度中の変動額合計

（百万円）
― ― ― ― ― ― 400 △729 △0 △330

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,995 1,337 5 748 383 326 9,900 261 △264 15,694

　 　

　  評価・換算差額等

   純資産合計
　

 その他有価証券

   評価差額金

 評価・換算差額等

　　　合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,986 1,986 18,011

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △292

当期純損失   △37

別途積立金の積立   ―

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△1,860 △1,860 △1,860

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△1,860 △1,860 △2,190

平成20年３月31日　残高
（百万円）

126 126 15,821
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重要な会計方針

　 前事業年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

 　 移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左

 　 

　 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　期末決算日の市場価格等に基づく

　　　時価法

　　　（評価差額は、全部純資産直入法

　　　により処理し、売却原価は移動平

　　　均法により算定）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

　 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

個別法による低価法 同左

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法（ただし、平成11年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除

く）は定額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

る。

建物　　　　　　　　　　　47年

有形固定資産

同左

　 ─────　

　

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更している。

　ただし、移転に伴い除却する有形固定資

産については除いている。

　この変更による損益に与える影響は軽微

である。

　 ─────　

　

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年3月31日以前に取得した有形固定

資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額

の5％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の5％相当額と備忘価額との

差額を5年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上している。

　ただし、移転に伴い除却する有形固定資

産については除いている。

　この変更による損益に与える影響は軽微

である。　
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　 前事業年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権及び破産更生債権

等については会社所定の基準により

計算した金額を計上している。

(1）貸倒引当金

同左

　 (2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

期負担額を計上している。

(2）賞与引当金

同左

　 (3) 役員賞与引当金 

 　　役員の賞与の支給に充てるため、支

　　給見込額に基づき計上している。

　　（会計方針の変更）

　　　当事業年度より、「役員賞与に関

　　する会計基準」（企業会計基準第4号

　　　平成17年11月29日）を適用してい

　　る。これにより、営業利益、経常利

　　益及び税引前当期純利益はそれぞれ

　　20百万円減少している。

(3) 役員賞与引当金 

─────

　 (4）退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当

　　期末における退職給付債務及び年金

　　資産の見込額に基づき計上してい

　　る。

　　過去勤務債務は発生時から、数理計

　　算上の差異は発生時の翌期からそれ

　　ぞれ10年の定額法により費用処理し

　　ている。　

(4）退職給付引当金

同左　

　 (5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、内

規による期末退職慰労金の要支給額

を計上している。

(5）役員退職慰労引当金

同左

　 (6) 本社移転損失引当金

    本社移転に伴い発生する損失に備え

    るため、発生が見込まれる固定資産

    除却損、移転費用について合理的な

    見積額を計上している。

(6) 本社移転損失引当金

同左

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってい

る。

同左
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　 前事業年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

６　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

    為替予約が付されている金銭債権・

　　債務については、振当処理を行って

　　いる。　　　

(1) ヘッジ会計の方法 

　　金利スワップは、特例処理の要件を

　　充たしているので、特例処理を採用

　　している。　　

　  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段…為替予約

     ヘッジ対象…外貨建債権・債務

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段…金利スワップ

     ヘッジ対象…借入金の利息

　  (3) ヘッジ方針

　　 為替変動リスクを回避するために行

　　 っている。 

 (3) ヘッジ方針

　　金利変動リスクを回避するために行

　　っている。 

　  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

     振当処理によっているため省略して

     いる。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

　　金利スワップの特例処理の要件を充

　　たしているので、決算日における有

　　効性の評価を省略している。

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっている。

消費税等の会計処理について

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

　　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

　に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12

　月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

　会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号

　　平成17年12月9日）を適用している。

　　これまでの資本の部の合計に相当する金額は18,011

　百万円である。

　　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

　ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

　諸表等規則により作成している。

─────

　　（企業結合に係る会計基準）

　　当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業

　会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

　準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

　計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）を適用して

　いる。

─────

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

（損益計算書）　

─────　

（損益計算書）　

　「投資有価証券評価損」は前事業年度まで特別損失の

「その他」で表示しておりましたが、特別損失の総額の

100分の10を超えたため区分掲記している。

　なお、前事業年度における「投資有価証券評価損」の金

額は2百万円である。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　担保資産及び担保付債務

─────

　

※１　担保資産及び担保付債務

　　　 担保に供している資産は次のとおりである。

土地      1,212百万円

　　　 担保付債務は次のとおりである。

長期借入金      1,200百万円

※２　関係会社に対する主な資産・負債は次の通りであ

る。

※２　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金      223百万円

買掛金   6百万円

短期借入金      1,600百万円

売掛金        295百万円

買掛金    3百万円

短期借入金      1,600百万円

※３　保険差益により控除した圧縮記帳額は15百万円であ

る。

※３　　　　　　　　　 同左

※　　偶発債務

債務保証（銀行借入に対する保証）

※　　偶発債務

債務保証（銀行借入に対する保証）

中央冷凍㈱       523百万円

従業員（住宅資金）     53百万円

計        577百万円

中央冷凍㈱        370百万円

従業員（住宅資金）       42百万円

計        413百万円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　受託品売上原価は、受託品売上高より東京都中央卸

売市場条例による委託者から収受する委託手数料

を控除したものである。

※１　　　　　　　　　 同左

※２　荷役作業料等。 ※２　　　　　　　　　 同左

※３　仲卸業者及び売買参加者に対する販売代金が契約期

限内に入金されたことによる完納奨励金等である。

※３　　　　　　　　　 同左

※４　荷主に対する出荷奨励のための交付金である。 ※４　　　　　　　　　 同左

※５　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。

※５　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。

関係会社よりの受取配当金     88百万円

関係会社よりの受取手数料     76百万円

関係会社への支払利息  8百万円

関係会社よりの受取配当金       192百万円

関係会社よりの受取手数料       81百万円

関係会社への支払利息   12百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 1,413 4 32 1,385

合計 1,413 4 32 1,385

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少32千株は、株式交

       換によるものである。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 1,385 2 ― 1,388

合計 1,385 2 ― 1,388

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　 備品

取得価額相当額     60百万円

減価償却累計額相当額     37百万円

期末残高相当額     22百万円

　 備品

取得価額相当額    174百万円

減価償却累計額相当額     53百万円

期末残高相当額    121百万円

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内     29百万円

１年超     12百万円

合計     42百万円

１年以内       30百万円

１年超       91百万円

合計       122百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料     13百万円

減価償却費相当額     13百万円

支払利息相当額  0百万円

支払リース料       24百万円

減価償却費相当額       23百万円

支払利息相当額   1百万円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっている。

・利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはない。

　当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはない。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）   

　  百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 870  

退職給付引当金繰入限度超過額 210  

役員退職慰労引当金 72  

賞与引当金繰入限度超過額 47  

本社移転損失引当金 57  

繰越欠損金 54  

その他 24  

繰延税金資産合計 1,336  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △1,363  

固定資産圧縮積立金 △263  

固定資産圧縮特別勘定積立金 △223  

前払年金費用 △176  

その他 △3  

繰延税金負債合計 △2,029  

繰延税金負債の純額 △692  

貸借対照表表示額   

流動資産 265  

固定負債 958  

（繰延税金資産）   

　  百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 540  

退職給付引当金繰入限度超過額 186  

役員退職慰労引当金 77  

賞与引当金繰入限度超過額 45  

本社移転損失引当金 57  

繰越欠損金 174  

投資有価証券評価損　 290  

その他 15  

繰延税金資産合計 1,387  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △87  

固定資産圧縮積立金 △263  

固定資産圧縮特別勘定積立金 △223  

前払年金費用 △120  

繰延税金負債合計 △694  

繰延税金資産の純額 692  

貸借対照表表示額   

流動資産 393  

固定資産 299  

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間で当該差異の原因となった主要な項目別の内

訳　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間で当該差異の原因となった主要な項目別の内

訳　

 　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　　　率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ

　　　るため注記を省略している。

 　　　税引前当期純損失を計上しているため、内訳を記載

　　　していない。
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（１株当たり情報）

　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額             431.24円                  378.82 円

１株当たり当期純利益又は損失(△)         24.23円              △0.89円

　 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため記

載していない。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損失

であり、また、潜在株式がないため記

載していない。

　（注）　１株当たり当期純利益又は損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益又は損失（△）　（百万円） 1,011 △37

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は損失(△)　

（百万円）
1,011 △37

期中平均株式数（株） 41,742,005 41,765,893

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価　

証券

その他　

有価証券

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 2,201,000 1,892

日本水産㈱ 4,140,520 1,544

㈱みずほフィナンシャルグループ 1,644 600

㈱ホウスイ 2,000,000 334

㈱極洋 1,399,745 242

東洋水産㈱ 160,000 240

㈱みずほフィナンシャルグループ

　第十一回第十一種優先株式
200 200

中部水産㈱ 464,000 199

中央三井トラスト・ホールディングス 200,000 120

㈱ニチレイ 157,750 75

東京豊海冷蔵㈱ 1,600 72

㈱アイ・ビー・シー 14,400 50

横浜魚類㈱ 100,000 40

  その他15銘柄 373,434 146

計 11,214,293 5,758
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 2,645 26 9 2,661 1,584 72 1,076

車両運搬具 9 0 1 9 8 0 0

備品 511 5 0 516 466 13 50

土地 1,394 1,212 ― 2,606 ― ― 2,606

建設仮勘定 100 1,140 1,240 ― ― ― ―

有形固定資産計 4,660 2,384 1,251 5,793 2,059 86 3,734

無形固定資産        

借地権 706 ― ― 706 ― ― 706

電話加入権 9 ― ― 9 ― ― 9

無形固定資産計 715 ― ― 715 ― ― 715

長期前払費用 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産        

－ ― ― ― ― ― ― ―

　　　繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

　（注）土地の増加1,212百万円は東京都江東区塩浜（登記簿上3,331.40㎡）の取得である。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

 貸倒引当金 3,042 1,943 1,159 1,882 1,943

 賞与引当金 117 111 117 ― 111

 役員賞与引当金 20 ― 20 ― ―

 役員退職慰労引当金 177 19 7 ― 189

 本社移転損失引当金 141 ― ― ― 141

（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替法によるもの1,851百万円、入金によるもの31百万円であ

る。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】

　　①　資産の部

　　１　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 ―

預金  

当座預金 1,524

定期預金 20

普通預金 23

小計 1,567

合計 1,567

　　２　受取手形

　　イ　相手先別内訳

主な相手先（業種） 金額（百万円）

東海澱粉㈱　（売買参加者） 2

合計 2

　　ロ　期日別内訳

期日 金額（百万円）

平成20年４月期日 1

平成20年５月期日 0

合計 2

　　３　売掛金

　　イ　相手先別内訳

主な相手先（業種） 金額（百万円）

三菱商事㈱（その他） 1,174

㈱須藤商事（その他） 661

阪和興業㈱（その他） 230

中央フーズ㈱（その他） 193

㈱米銀（仲卸） 174

その他 6,194

合計 8,627

　　ロ　回収率

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
Ｃ

─────
Ａ ＋ Ｂ

6,525 132,655 130,553 8,627 93.8

　　　　　　（注）　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税と地方消費

        税が含まれている。
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　　ハ　滞留日数

　 当事業年度 滞留日数（日）

１日平均残高（百万円）

１日平均売上高（百万円）

7,659　

132,655÷273(営業日数)＝485     　

 

15.76

　　　　　　（注）　毎月末残高を合計し、その13分の１をもって１日平均残高とした。

　

　４　商品 　

商品 数量（トン） 金額（百万円）

冷凍魚類 3,712 3,998

塩干魚及び加工品類 1,401 768

合計 5,113 4,767

　５　関係会社株式 　

銘柄 金額（百万円）

子会社株式  

中央冷凍㈱ 1,301

千葉中央魚類㈱ 100

船橋中央魚類㈱ 98

柏魚市場㈱ 75

中央小揚㈱ 24

その他2社 13

小計 1,613

関連会社株式  

東京足立荷役運送㈱ 1

その他１社 4

小計 5

合計 1,618

②　負債の部

　１　支払手形

　　イ　相手先別内訳

　

相手先 金額（百万円）

㈱トクスイコーポレーション 96

合計 96

　　ロ　期日別内訳

期日 金額（百万円）

平成20年4月期日 82

〃　 5月期日 14

合計 96
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　　２　受託販売未払金

相手先 金額（百万円）

東洋冷蔵㈱ 62

㈱かねきう 10

昌和水産㈱ 9

小川勝弘 8

㈱藤山水産加工 6

その他 346

合計 444

　　　　　　（注）　受託品売上高より受託販売手数料及び出荷者負担の諸掛を控除した残額で、出荷者の純手取額で

　　　　　　　　　ある。

　　３　買掛金

相手先 金額（百万円）

日本水産㈱ 305

東邦物産㈱ 252

マリンハーベストジャパン㈱ 191

㈱ニチレイフレッシュ 149

㈱極洋 128

その他 2,031

合計 3,059

　　　　　　（注）　買付品に対する未払代金である。

　　４　短期借入金

区分 金額（百万円）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,300

㈱みずほ銀行 1,200

㈱三井住友銀行 800

中央三井信託銀行㈱ 800

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 500

農林中央金庫 20

関係会社 1,600

合計 6,220

（３）【その他】

　該当事項なし。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 1,000株券、10,000株券、1,000株未満の株数表示株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日

単元株式数 1,000株

株主名簿への記載又は記録

(名義書換)
　

取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本・支店、営業所

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失の登録 　

取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本・支店、営業所

株券喪失登録請求手数料 請求１件につき10,500円、株券１枚につき525円

単元未満株式の買取り 　

取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本・支店、営業所

買取手数料 無料

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞に掲載

株主に対する特典
毎年３月31日現在の1,000株以上保有する株主に対して市価3,500円相当の

水産物を贈呈する株主優待制度あり

 （注）当社定款の定めにより、当社の株主（実質株主を含む）はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利

       以外の権利を行使することができない。

       １．会社法第189条第２項各号に掲げる権利

       ２．取得請求権付株式の取得を請求する権利

       ３．募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

     当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1）有価証券報告書及びその添付書類 事業年度

（第60期）

自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日

    平成19年６月29日

    関東財務局長に提出。

(2）有価証券報告書の訂正報告書 事業年度

（第60期）

自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日

    平成19年10月31日

    関東財務局長に提出。

(3）半期報告書 （第61期中） 自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日

    平成19年12月13日

    関東財務局長に提出。

(4）臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

               府令第19条第２項第15号の３の規定(連結子会社の吸収合併の決議)に

               基づく臨時報告書

　

    平成20年１月30日 

    関東財務局長に提出。 

(5）臨時報告書の訂正報告書

               平成20年１月30日提出の臨時報告書の記載事項の訂正報告書

    平成20年２月14日 

    関東財務局長に提出。 

(6）臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

               府令第19条第２項第３号の規定(特定子会社の異動)に基づく臨時報告

               書

　

    平成20年４月１日 

    関東財務局長に提出。 

(7）臨時報告書の訂正報告書

               平成20年１月30日提出の臨時報告書の記載事項の訂正報告書

    平成20年６月６日 

    関東財務局長に提出。 

EDINET提出書類

中央魚類株式会社(E02566)

有価証券報告書

76/81



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の監査報告書

　 　 　 平成19年6月28日

中央魚類株式会社 　 　 　

　 取締役会　御中 　 　

　 監査法人 　 和宏事務所 　

　
代 表  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 塩崎　省三　　印

　 業務執行社員 　 公認会計士 本宮　伸也　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中央魚類

株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

中央魚類株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　 　 　 平成20年6月24日

中央魚類株式会社 　 　 　

　 取締役会　御中 　 　

　 監査法人 　 和宏事務所 　

　
代 表  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 塩崎　省三　　印

　 業務執行社員 　 公認会計士 本宮　伸也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る中央魚類株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

中央魚類株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

 

　　追記情報

　「重要な後発事象」に記載のとおり、会社の連結子会社である中央冷凍株式会社は平成20年2月に開催された臨時株主総

会における合併契約書の承認決議を得て、平成20年4月1日をもって株式会社ホウスイと合併した。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。

EDINET提出書類

中央魚類株式会社(E02566)

有価証券報告書

79/81



独立監査人の監査報告書

　 　 　 平成19年6月28日

中央魚類株式会社 　 　 　

　 取締役会　御中 　 　

　 監査法人 　 和宏事務所 　

　
代 表  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 塩崎　省三　　印

　 業務執行社員 　 公認会計士 本宮　伸也　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中央魚類

株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央魚類株

式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　 　 　 平成20年6月24日

中央魚類株式会社 　 　 　

　 取締役会　御中 　 　

　 監査法人 　 和宏事務所 　

　
代 表  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 塩崎　省三　　印

　 業務執行社員 　 公認会計士 本宮　伸也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る中央魚類株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央魚類株

式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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